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J.メカニズムに関する作業プログラム（決定 7/CP.4 及び 14/CP.4 ）

1. 京都議定書第 6 条・第 1 2 条・第 1 7 条に則したメカニズムの原則・性質・視野について

決定-/CP. ７ （メカニズム）

京都議定書第 6 条・第 1 2 条・第 1 7 条に則したメカニズムの原則・性質・視野について

締約国は

決定 1/CP.3、特にパラグラフ 5 (b), (c), (e)について想起し、

適切な場合には、さらに決定 7/CP.4, 8/CP.4, 9/CP.4, 14/CP.5, 5/CP.6 を想起し、

条約の前文を再確認し、

メカニズムの使用において、締約国が条約の第 2 条、第 3 条に盛り込まれている目的と原

則、及び第 4 条の第 7 パラグラフを手引きとすべきことを認識し、

京都議定書は、いかなる排出上の権利、利権、資格も、附属書 I 締約国に対し発生せしめて

はおらず、またこれらを与えてはいないということをさらに認識し、

附属書 I 締約国が、国家の状況に応じて、また条約の究極的目標の達成に向けて努力しなが

ら、先進締約国・発展途上締約国間の一人当たり格差を低減するような方法で排出量を削

減することを目的として、国内行動を実施することを強調し、

メカニズムの使用は国内行動に対して補完的たるべきであり、しかるに国内行動が第 3 条

第 1パラグラフの数量的排出制限及び削減約束達成のために行われる各附属書I締約国の努

力の大半を占めるべきであるということを確認し、

環境的十全性が、メカニズムの健全な方法・規則・ガイドライン、土地利用・土地利用変

化及び森林活動を管理する健全かつ強力な原則及び規則、強力な遵守体制によって達成さ

れるべきことをさらに強調し、

決定-/CP.7（第 6 条）、-/CP.7（第 12 条）、-/CP.7（第 17 条）、-/CP.7（遵守）、-/CP.7（土地

利用、土地利用変化及び森林）、-/CP.7（割当量計算方法）を意識して、
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京都議定書締約国会議となる締約国会議第 1 回会合において以下の決定を採択するよう提

言する。

決定草案- /CMP.1( メカニズム)

京都議定書第 6 条・第 1 2 条・第 1 7 条に沿った、メカニズムの原則・性質・範囲について

京都議定書締約国会議としての締約国会議は、

決定 1/CP.3、特に第 5 パラグラフ (b), (c), (e)について想起し、

適切な場合には、さらに決定 7/CP.4, 8/CP.4, 9/CP.4, 14/CP.5, 5/CP.6, -/CP.7(第 6 条)、-
/CP.7(第 12 条)、-/CP.7(第 17 条)、-/CP.7(遵守)、-/CP.7(土地利用、土地利用変化及び森林)、
-/CP.7（割当量計算方法）を想起し、

条約の前文を再確認し、

メカニズムの使用において、締約国が条約の第 2 条、第 3 条に盛り込まれている目的と原

則、及び第 4 条の第 7 パラグラフを手引きとすべきことを認識し、

京都議定書は、いかなる排出上の権利、利権、資格も、附属書 I 締約国に対し発生せしめて

はおらず、またこれらを与えてはいないということをさらに認識し、

附属書 I 締約国が、国家の状況に応じて、また条約の究極的目標の達成に向けて努力しなが

ら、先進締約国・発展途上締約国間の一人当り格差を低減するような方法で排出量を削減

することを目的として、国内行動を実施すべきことを強調し、

環境的十全性が、メカニズムの健全な方法・規則・ガイドライン、土地利用・土地利用変

化及び森林活動を管理する健全かつ強力な原則及び規則、強力な遵守体制によって達成さ

れるべきことをさらに強調し、

決定-/CMP.1(第 6 条)、-/CMP.1(第 12 条)、-/CMP.1（第 17 条）、-/CMP.1(割当量計算方法)
に留意して、

１． メカニズムの使用は国内行動に対して補完的たるべきであり、しかるに国内行動が第 3
条第 1パラグラフの数量的排出制限及び削減約束達成のために行われる各附属書I締約
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国の努力の大半を占めるべきであるということを決定する。

２． 附属書 I 締約国に対し、京都議定書第 8 条に基づくレビューに供すべく、同議定書第 7
条に従い、上記第 1 パラグラフに関係する関連の情報を提供することを求める。

３． そのような情報の提出には決定-/CP.7（第 7 条）に盛り込まれた実証可能な進展に関す

る報告が考慮されるべきことを決定する。

４． 遵守委員会の促進部門に対し、上記第 2・第 3 パラグラフについて実施上の疑義に対処

することを求める。

５． 附属書 I 締約国によるメカニズム参加資格は京都議定書の第 5 条第 1 及び第 2 パラグ

ラフと第 7 条第 1 及び第 4 パラグラフにおける方法論上及び報告上の要件を遵守して

いるかどうかで決まるということを決定する。本規定の監督は決定-/CP.7（遵守）にあ

るように遵守に関する手順及びメカニズムに則って、遵守委員会の執行部門によって

なされ、そのような手順及びメカニズムの承認は、法的拘束力を持つ帰結に関わる修

正に加えて決定の形で COP/MOP によりなされるものとし、遵守に関する手順及びメ

カニズムの法的形態を決定するのは COP/MOP の特権であると認識する。

６． 第 6・12・17 条における附属書 I 締約国の認証排出削減量、排出削減単位、割当量単

位を第 3 条第 1 パラグラフの約束達成のために使用してもよく、第 3 条第 10・11・12
パラグラフに規定されている通り追加することができるということ、また、排出削減

単位及び割当量単位は、京都議定書附属書 B に記述されている数量排出制限及び削減

約束を変更することなく、登録に関する規定（割当量計算方法に関する決定-/CP.7）に

則り、第 3 条第 10・11 パラグラフに規定されている通り差し引くことが可能であると

いうことを決定する。
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２京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

決定- /CP.7( 第6 条)

京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

締約国会議は

ブエノスアイレス行動計画に盛り込まれた決定 5/CP.6 を想起し、

決定-/CP.7(メカニズム)、-/CP.7（第 12 条）、-/CP.7（第 17 条）、-/CP.7（遵守）、-/CP.7（土

地利用、土地利用変化及び森林）、-/CP.7（割当量計算方法）を意識して、

第 6 条事業活動がその持続可能な開発達成を支援するかどうかを確認するのはホスト締約

国の特権であることを確認し、

附属書 I 締約国が第 3 条第 1 パラグラフの約束達成に原子力施設により発生する排出削減

単位を使用することを控えるべきことを認識し、

１． 附属書 II 締約国に対し、附属書 B に記載された約束を有する市場経済移行中の附属書

I 締約国の第 6 条に基づく事業への参加を促進するよう促す。

２． 附属書 I 締約国に対し、必要であれば、事務局の準備作業を促進すべく補完的活動のた

めの UNFCCC 信託基金に献金を行うことによって、第 6 条共同実施運営の管理費を

賄うよう呼びかける。

３． COP/MOP に対し、その第 1 回会合で以下の決定を採択するよう提言する。

決定草案- /CMP.1 （第 6 条）

京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

COP/MOP は

決定-/CMP.1(メカニズム)、-/CMP.1（第 12 条）、-/CMP.1（第 17 条）、-/CP.6（土地利用、

土地利用変化及び森林）、-/CMP.1（割当量計算方法）、-/CP.6(遵守)を意識し、

１． 適切な場合には決定-/CP.7（第 6 条）及び締約国会議によるその他関連の決定に則して
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取られる全ての行動を確認し、最大限の効果を上げることを決定する。

２． 後述の添付書にある京都議定書第 6 条の実施のためのガイドラインを採択することを

決定する。

３． 第 1 回会合において、第 6 条事業活動により発生する ERU の検証などを監督するため

の第 6 条監督委員会の設置を決定する。

４． 吸収源による人為的吸収の強化を目的とした第 6 条に基づく事業が、京都議定書の第 3
条第 3・4 パラグラフに関する定義・計算規則・方法・ガイドラインにならうべきこと

を決定する。

５． 2000 年付けで開始した事業を第 6 条事業として適格とし、後述の添付書にあるように

京都議定書第 6 条実施ガイドラインの要件を満たすのであれば、2008 年以降に始まる

クレジット期間に対してのみ ERU を発行することを決定する。

６． 附属書 II 締約国に対し、附属書 B に記載されている約束を有する市場経済移行中の附

属書 I 締約国の第 6 条事業への参加を促進するよう促す。

７． 第 6 条監督委員会の機能に関して後述の添付書にある手順により発生する全ての管理

コストは、決定-/CMP.1 にある規定にしたがい、附属書 I 締約国と事業参加者の双方に

より負担されるべきことを決定する。

８． 第 6 条実施に関するガイドラインの今後の改定はいずれも、COP/MOP が採用する手

順規則にしたがって決定されるべきことをさらに決定する。第 1 回レビューは、必要

であれば SBSTA の技術的助言を拠り所に、第 6 条監督委員会と SBI の提言に基づき、

第一次約束期間末から 1 年以内に行われなくてはならない。その後のレビューはその

後定期的に行われるべきこと。本決定に対するいかなる改訂も継続中の第 6 条事業に

は影響を与えない。
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添付

京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

A. 定義

１． 本添付書用に、第 1 条にある定義及び第 14 条にある規定を適用すること。さらに：

「排出削減単位」すなわち「ERU」は、第 6 条及びそれに基づく要件に則って発行される

単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂される地

球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

「認証排出削減量」すなわち「CER」は、第 12 条及び同条文における要件に則って発行さ

れる単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂され

る地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

「割当量単位」すなわち「AAU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録に関する関連

規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にし

たがい以降改訂される地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・

トンに相当する。

「除去単位(removal unit)」すなわち「RMU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録

に関する関連規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるい

は第 5 条にしたがい以降改訂される地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1
メトリック・トンに相当する。

(a) 「利害関係者」とは、その事業によって影響される、あるいは影響を受けそうな、個人・

グループ・共同体など一般人を意味する。

Ｂ．COP/MOP の役割

２． 京都議定書締約国会議として機能する条約締約国会議(COP/MOP)は、第 6 条の実施に

関するガイダンスを提供し、第 6 条監督委員会に対し権限を行使する。

Ｃ．第 6 条監督委員会

３． 第 6 条監督委員会は、セクションＥにある第 6 条事業により発生する ERU の検証など

を監督し、以下の役割を有すべきこと：
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COP/MOP の各セッションに対しその活動報告を行う。

後述の附属書Ａにある基準及び手順にしたがって、独立機関に対し認定を行う。

クリーン開発メカニズム（CDM）理事会の関連作業を考慮した上で、後述の附属書Ａ

にある独立機関の認定に関する基準及び手順をレビューし、適切な場合には、このような

基準及び手順の改定について COP/MOP に対し提言を行う。

適切な場合には、CDM 理事会の関連作業を考慮した上で、COP/MOP による検討に供

すべく、後述の附属書 B にあるベースラインやモニタリングに関する報告ガイドラインや

クライテリアをレビューし、改定する。

クリーン開発メカニズムの方法及び手順に関する添付書の附属書 B を考慮し、適切な

場合にはクリーン開発メカニズム（CDM）理事会の関連作業を考慮した上で、COP/MOP
による検討に供すべく、第 6 条事業設計文書を推敲する。

第 0 パラグラフに示されるレビュー手順を行う。

COP/MOP による検討に供すべく、本添付書にある手順規則の他、あらゆる手順規則

の向上に努める。

４． 第 6 条監督委員会は、京都議定書締約国からのメンバー10 名で、以下のように構成さ

れるべきこと：

(a) 市場経済へ移行中の附属書 I 締約国から 3 名

(b) 上記サブパラグラフ(a)に記載されない附属書 I 締約国から 3 名

(c) 非附属書 I 締約国から 3 名

(d) 小島発展途上国から 1 名

５． 第 6 条監督委員会のメンバーは、補欠メンバーを含め、第 4 パラグラフに言及されて

いる関連の選挙区により指名され、COP/MOP によって選出されること。COP/MOP
は任期 2 年として 5 名のメンバーと 5 名の補欠メンバー、任期 3 年として 5 名のメン

バーと 5名の補欠メンバーを第6条監督委員会に選挙すること。その後毎年、COP/MOP
は任期 2 年の新メンバーを 5 名と補欠メンバーを 5 名選出すること。後述第 12 パラグ

ラフに則った任命は、1 期として数えること。メンバーと補欠メンバーは、その後継者

が選出されるまで在職し続けるべきこと。

６． 第 6 条監督委員会のメンバーは、最長 2 期連続努める資格がある。補欠メンバーとし



M A R R A K E S H  A C C O R D S
A d v a n c e  u n e d i t e d  v e r s i o n

h t t p : / / w w w . u n f c c c . i n t / c o p 7 / d o c u m e n t s / a c c o r d s _ d r a f t . p d f

G I S P R I  仮訳

8

ての任期は数えない。

７． 第 6 条監督委員会は、そのメンバーの中から毎年議長と副議長を、１名は附属書 I 締約

国から、もう１名は非附属書 I 締約国から選出すること。議長と副議長のポジションは、

附属書 I 締約国のメンバーと非附属書 I 締約国のメンバーとで毎年交替すること。

８． COP/MOP は、上記第 4，5，6 パラグラフのクライテリアに基づき、第 6 条監督委員

会の各メンバーの補欠メンバーを選出すること。選挙区がメンバー候補を指名したら、

その後同じ選挙区から補欠メンバー候補を指名すること。

９． 第 6 条監督委員会は、可能であれば補助機関会合と合わせて、――合わせられない場

合は他の日程で――毎年最低 2 回は会合を行うこと。第 6 条監督委員会会合の全ての

文書は、補欠メンバーに公表すべきこと。

１０． 第６条監督委員会のメンバーと補欠メンバーは：

それぞれの個人的能力において奉仕し、気候変動問題と関連の技術・政策分野に

関して認められた能力を有すること。発展途上締約国及び UNFCCC の慣行のもとで適格

とされるその他の締約国出身のメンバー及び補欠メンバーの参加費用は、第 6 条監督委員

会の予算で賄われるべきこと。

第６事業のいかなる面においても特権ないし金銭的利害を持たないこと。

第６条監督委員会に対する責任に従い、第 6 条監督委員会の職務による理由で

知ることとなったいかなる機密情報ないし部外秘情報をも漏らさないこと。機密情報を漏

らさないというメンバー及び補欠メンバーの義務はそのメンバー及び補欠メンバーの義

務の一つであるが、第６条監督委員会メンバー及び補欠メンバーの任務満了・終了後も引

き続き義務であり続けるべきこと。

第 6 条監督委員会の手順規則の拘束を受けること。

(a) 就任前に国連事務総長ないし権限を持つ自らの代理人を立会いとして、書面にて就任

宣言を行う。

１１． 第 6 条監督委員会は、利害衝突規定違反や守秘規定違反、あるいは正当な理由な

く第 6 条監督委員会会合を 2 回連続欠席するなどの理由で特定のメンバーないし補欠

メンバーを一時停職とし、そのメンバーシップを終了させることを COP/MOP に対し

提言することがある。

１２． 第 6 条監督委員会メンバーないし補欠メンバーが辞職したり、あるいは任期を全

うできなかったり、役職任務を遂行できなかったりする場合は、第 6 条監督委員会は、

次回 COP/MOP 会合までの時間を鑑み、当該メンバーの残りの任期を努めるべく当該

メンバーにかわる別のメンバーないし補欠メンバーを任命するよう決定することがあ
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る。そのような場合、第 6 条監督委員会は、そのメンバーを推挙したグループの意見

を考慮すべきこと。

１３． 第 6 条監督委員会は、特に国家の認定手続きを考慮に入れ、その役割の遂行に必

要な専門知識を利用すべきこと。

１４． 定足数となるには、附属書 I 締約国からのメンバーの過半数と非附属書 I 締約国か

らのメンバーの過半数となる、第 6 条監督委員会メンバーの 3 分の 2 が出席していな

くてはならない。

１５． 第 6 条監督委員会の決定は、可能な限り全員一致によって採択されるべきこと。

全員一致に到達するあらゆる努力が費やされ、合意が得られなかった場合は、最後の

手段として、会合に出席し投票したメンバーの 4 分の 3 の多数決によって決定が採択

されること。投票を棄権したメンバーは、投票していないと考えられるべきこと。

１６． 第 6 条監督委員会の全決定の全テキストを公表すべきこと。決定は国連の 6 つの

公用語全てにおいて入手可能とされるべきこと。

１７． 第 6 条監督委員会の作業言語は英語とすべきこと。

１８． 第 6 条監督委員会が決定した場合を除いて、第 6 条監督委員会の会合は、全締約

国と UNFCCC が認める全てのオブザーバー及び利害関係者による傍聴者としての出

席が可能でなくてはならない。

１９． 事務局は第 6 条監督委員会に奉仕すること。

D.参加要件

２０． 第 6 条事業参加締約国は、事務局に対し以下を報告すること：

(a) 第 6 条第 1 パラグラフ(a)に則った事業を承認するための指定フォーカル・ポイント

(b) 利害関係者のコメントについての検討や、モニタリング、検証など、第 6 条事業承認の

ための国別ガイドライン及び手順

２１． 第 22 パラグラフにしたがい、附属書 B に記載された約束を有する附属書 I 締約国

は、以下の適格性要件を遵守していれば、関連の規定にしたがって発行された ERU を

移転及び/ないし取得する資格がある：

(a) 京都議定書締約国であること

(b) 第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、第 7 条第 4 パラグラフに基づく割当量計算方法にし

たがって、割当量を設定していること。

(c) 第 5条第1パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

モントリオール議定書が管理していないすべての温室効果ガスの排出源からの人為的

排出量及び吸収源からの人為的吸収量の推計に関して国家制度を有していること。

(d) 第 7条第4パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

国内登録簿を設置していること。



M A R R A K E S H  A C C O R D S
A d v a n c e  u n e d i t e d  v e r s i o n

h t t p : / / w w w . u n f c c c . i n t / c o p 7 / d o c u m e n t s / a c c o r d s _ d r a f t . p d f

G I S P R I  仮訳

10

(e) 第 5 条第 2 パラグラフ及び第 7 条第 1 パラグラフと、これに基づいて決定された、国

家目録報告や共通報告様式などガイドラインの要件にしたがって、求められる直近の目

録を毎年提出していること。第一次約束期間については、メカニズム使用の適格性を判

断するために必要な品質評価は、目録のうち京都議定書附属書 A の排出源/部門カテゴ

リーからの温室効果ガス排出に関わる部分と、吸収源に関する年次目録の提出に限るべ

きこと。

(f) 第 7条第1パラグラフ及びそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって

割当量に関する補完的情報を提出し、第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて定められ

たガイドラインの要件にしたがって、第 3 条第 3・4 パラグラフに基づく活動などに対

し、第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、割当量への追加及び割当量からの差し引きを行

うこと。

２２． 附属書 B に記載される約束を有する附属書 I 締約国は、以下であると見なされる

べきこと：

遵守委員会の執行部門が、決定-/CP.7（遵守）にしたがって、当該締約国がこれらの

要件を満たしていないと判断するのでなければ、あるいはそれ以前に、遵守委員会の執行

部門が京都議定書第 8 条に基づく専門家レビュー・チームの報告書に述べられたこれらの

要件に関する実施の疑義について手続きを行わないことを決定し、このことを事務局に伝

えているのであれば、第 7 条第 4 パラグラフに基づく割当量計算に適用される方法にした

がって、第 3 条第 7・8 パラグラフに則った割当量の設定を促進し、排出量と割当量の計算

能力を実証するための報告書を提出してから 16 ヵ月経過した後に、上記第 21 パラグラフ

に記載されている適格性要件を満たしている。

遵守委員会の執行部門が、当該締約国が適格性要件を一つ以上満たしていないと決

定し、当該締約国の適格性を一時停止して、その情報を事務局に伝えているのでなければ、

そしてそうするまで、上記第 21 パラグラフに記載された適格性要件を満たし続けている。

２３． 上記第 21 パラグラフにある適格性要件を満たしていると考えられる場合、ホスト

締約国は、第 6 条事業による排出源からの人為的排出削減量や吸収源での人為的吸収

増加量を、第 6 条第 1 パラグラフ(b)にしたがい、それが無ければ起こり得たものに対

し追加的であるとして検証してよい。このような検証が行われれば、ホスト締約国は、

決定-/CMP.1（割当量計算方法）の関連規定にしたがって、適切な量の ERU を発行し

てよい。

２４． ホスト締約国が上記第 21 パラグラフにある適格性要件を満たしていない場合は、

第 6 条事業による排出源からの人為的排出削減量や吸収源からの人為的吸収増加量を、
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第 6 条第 1 パラグラフ(b)にしたがい、それが無かった場合に起こり得たことに対し追

加的であるとする検証は、後述のセクション E にある第 6 条監督委員会の検証手順を

通して行われるべきこと。しかし上記第 21 パラグラフ(a)から(c)までと 21(e)の要件を

満たしているなら、ホスト締約国は ERU の発行と移転のみ行ってよい。

２５． 上記第 21 パラグラフの要件を満たすホスト締約国は、第 6 条監督委員会のもとで

検証手続きを行使することをいつでも決定してよい。

２６． 第 6 条第 4 パラグラフの規定は、上記第 21 パラグラフの要件などと関連している

べきこと。

事務局は、適格性要件を満たしている締約国と、決定-/CP.7（遵守）に含まれる関連規

定にしたがって一時停止を受けている締約国について、一般に入手可能なリストを保持

しているべきこと。

２７． 第 6 条事業を受け入れる締約国は、後述の附属書 B にある報告ガイドラインと決

定-/CMP.1（割当量計算方法）に盛り込まれている要件にしたがって、事業に関する情

報を、直接あるいは事務局を通して、一般に入手可能とすべきこと。

法的機関に第 6 条事業への参加を認めている締約国は、京都議定書におけるその義務の

達成において引き続き責任を有するものであり、そのような法的機関の参加が本添付書

に則ったものであるよう保証すべきこと。法的機関は、認可する締約国がその当時にお

いて適格である場合にのみ、ERU を移転ないし取得してよい。

E. 第 6 条監督委員会における検証手続き

第 6 条監督委員会における検証手続きは、事業と、それに続いておこる排出源による人為

的排出量の削減や吸収源による人為的吸収量の増加が第 6 条の関連要件及びこれらのガイ

ドラインを満たしているかということを、後述の附属書 A にしたがって認められた独立機

関に決定されることである。

事業参加者は、承認された独立機関に対し事業が以下の通りであるかを決定するのに必要

な全ての情報を盛り込んだ事業設計文書を提出すること：

関係締約国の承認を得ていること。

それが無かった場合に比べ追加的な、排出源による人為的排出削減や吸収源による

人為的吸収増加となっていること。

後述の附属書 B にあるクライテリアに則した適切なベースライン及びモニタリング
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計画を有していること。

承認された独立機関は後述第 0 パラグラフに示された守秘規定にしたがって、事務局を通

し、事業設計文書を公表し、その事業設計文書が公表された日から 30 日の間に事業設計文

書について締約国・利害関係者・UNFCCC の承認するオブザーバーからコメントや裏づけ

情報を受けること。

承認された独立機関は以下の通りであるかを判定すべきこと。

事業が関係締約国の承認を得ていること。

事業が、それが無かった場合に比べ追加的な、排出源による人為的排出削減や吸収

源による人為的吸収増加となっていること。

事業が、後述の附属書 B にあるクライテリアに則した適切なベースライン及びモニ

タリング計画を有していること。

事業参加者が、ホスト締約国に定める通りの手順にしたがって、国境を越える影響

など、当該事業活動の環境的影響分析に関する文書を認定独立機関に提出しており、事業

参加者ないしホスト締約国がそのような影響が甚大であると考える場合には、ホスト締約

国の求める通りの手順に則って環境影響評価を行っていること。

承認された独立機関は、その判定を、受け取ったコメントのサマリーやそれについて正当

な考慮がいかになされたかの報告書など、その判定理由の説明と共に、事務局を通じて公

表すべきこと。

事業設計文書に関する判定は、事業参加締約国か第 6 条監督委員会メンバーのうち 3 人が

第 6 条監督委員会のレビューを要請したのでなければ、判定公表日の 45 日後に終了すると

見なされるべきこと。そのようなレビューが要請された場合、第 6 条監督委員会は可及的

速やかに、ただしレビューの要請後 6 ヶ月以内、あるいは 2 回目の会合において、そのレ

ビューを終わらせなければならない。第 6 条監督委員会は、その判定に関する決定と判定

理由を事業参加者と一般に伝えるべきこと。その決定が最終版とされるべきこと。

２８． 事業参加者は、既に発生した排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的

吸収増加に関するモニタリング計画に則り、認定された独立機関に対し報告書を提出

すべきこと。この報告書は公表されるべきこと。
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第 28 パラグラフに記載された報告書の受領後、認定された独立機関は、後述の附属書 B に

したがって事業参加者から報告された排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的

吸収増加の判定を、それらが第 0 パラグラフにしたがってモニターされ計算されたことを

前提に、行うこと。

２９． 認定された独立機関は第 0 パラグラフに基づくその判定を、その理由説明と共に、

事務局を通じ公表すべきこと。

報告された排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的吸収増加に関する判定は、

事業参加締約国ないし第 6 条監督委員会メンバーのうち 3 人が第 6 条監督委員会によるレ

ビューを要請しなければ、公表日から 15 日で終了するものと見なされるべきこと。そのよ

うなレビューが要請された場合、第 6 条監督委員会は：

(a)その次回会合において、あるいはレビューの正式要請後 30 日以内に、取るべき行

動について決定する。要請が正当であると決定した場合は、レビューを行うこと。

(b)レビュー実施の決定後 30 日以内にレビューを完遂すること。

(c)事業参加者にレビューの結果を伝え、その判定と判定理由を公表すること。

事業参加者から入手した部外秘あるいは機密と記された情報は、ホスト締約国の国家法に

より要請された場合を除き、情報提供者の書面による同意なくして公開されてはならない。

排出源による人為的排出量削減や吸収源による人為的吸収量増加が追加的であるかを判定

し、ベースライン方法論とその適用について説明し、第 00 パラグラフに記載されている環

境影響評価を裏付けるために使用される情報は、部外秘あるいは機密とは考えられない。

約束期間準備量や第 17 条に基づくその他の移転制限に関する規定はいずれも、締約国によ

る、第 6 条監督委員会のもとでの検証手順にしたがって検証され国内登録簿に対し発行さ

れた ERU の移転には適用されない。

第 6 条監督委員会は、レビューを行って当該独立機関が附属書 A に定められた認定基準を

もはや満たしていないと見なした場合は、独立機関の認定を一時停止あるいは差し戻すべ

きこと。第 6 条監督委員会は、当該の認定された独立機関が申し開きの機会を得て初めて、

またその申し開きの結果によって、認定の一時停止あるいは差し戻しを行うことがある。

その一時停止ないし差し戻しは即時に効力を持つ。影響を受ける独立機関は、第 6 条監督
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委員会がその一時停止ないし差し戻しを決定するやいなや、即座に書面にて通知を受ける。

このようなケースに関する第 6 条監督委員会の決定は公表されるべきこと。

検証済みの事業は、認定された独立機関が責任を有する上記第 0 パラグラフないし第 0 パ

ラグラフに言及された判定において重大な不備が認められない限り、同独立機関の認定一

時停止ないし差し戻しによって影響を受けることはない。この場合、第 6 条監督委員会は、

そのような不備を査定し、また適切な場合にはそれを正すために別の認定独立機関を任命

すべきかどうかを決定すべきこと。上記第 0 パラグラフないし第 0 パラグラフに言及され

た判定で明らかにされた不備の結果として ERU が過剰に移転されたことがこのような査

定により明らかとなった場合は、認定を差し戻しないし一時停止された当該独立機関は上

記査定後 30 日以内にそれに相当する量の AAU,ERU を取得し、それを事業のホスト締約国

の保有口座に移転すべきこと。

検証済み事業に悪影響を与えるような認定独立機関の一時停止ないし差し戻しは、影響を

受ける事業参加者が申し開きの機会を得て初めて、第 6 条監督委員会によって決定される

べきこと。

第 0 パラグラフに言及される査定に関わるコストは、認定を差し戻しないし一時停止され

た認定独立機関により負担されるべきこと。

附属書 A
独立機関認定のための基準及び手順

１． 独立機関は：

(a) 法的機関（国内法的機関でも国際機関でもよい）であり、そのステータスに関する書類

を提出すること。

(b) 責任者のもとで、実施作業のタイプ・規模・量に関して第 6 条事業により発生する ERU
の検証に関し求められるあらゆる任務を行うのに必要な能力を有する十分な数の人員

を雇っていること。

(c) 資金的に安定しており、活動に必要な保険カバーと資金を有していること。

(d) その活動により生じる法的・資金的信用性をカバーする十分な手配があること。

(e) 特に組織内での役割配分のための手順や、苦情処理手順など、その役割を果たすための

文書化された組織内手順書を有していること。このような手順書は公表されるべきこと。

(f) 本決定及び COP/MOP による関連の決定に規定されている役目を果たすのに必要な専

門知識、特に以下に関する十分な知識と理解を有していること。
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(i) 第 6 条運営に関するガイドライン、COP/MOP による関連の決定及び第 6 条監督委

員会による関連の決定

(ii) 第 6 条事業の検証に関わる環境的問題

(iii)ベースライン設定や排出量及びその他環境的影響のモニタリングにおける専門知識

など、環境問題に関わる第 6 条活動の技術的側面

(iv)関連の環境監査に関する要件と方法論

(v)排出源による人為的排出量及び/ないし吸収源による人為的吸収量計算の方法論

(g) 品質保証手順や、検証に関わる全ての関連決定など、機関における役割の実績と実施に

おいて全般的な責任を持つ管理機構を有すること。独立機関候補者は以下を公表すること。

(i) 経営者・役員・管理職・その他関連の人員の氏名・資格・経験・契約条件

(ii) 経営者を始点とした権限・責任・役割分担の流れを示す機構図

(iii) 品質保証手順を遂行するための方針と手順

(iv) 文書管理など管理手順

(v) 独立機関従業員の採用及び訓練のため、必要な全ての機能を行う彼らの能力保証の

ためと、彼らの実績をモニタリングするための組織の方針と手順

(vi) 苦情・抗議・紛争処理の手順

(h) 背任行為・詐欺及び/ないし認定運営機関としての役割に沿わないその他の行為に対す

る係争中の裁判が無いこと。

２．独立機関候補は以下にある運営上の要件を満たしていること。

(a) 信頼性のある、独立した、差別的でない、透明性の高いやり方で作業を行い、適用可能

な国内法を遵守し、特に以下の用件を満たしていること。

(i) 独立機関候補は、その運営の公正さを保証する規定など、公正さを確保する機構図

を有していること。

(ii) その機関が大きな組織の一部であり、その組織の一部が第 6 条事業の同定・開発・

資金供与に関与している、あるいは関与する可能性がある場合は、独立機関候補は

以下のことを行うこと：

－　当該組織の実質及び潜在的第 6 条活動の全てについて言明すること。

－　組織の他部署との連携について明確に述べ、利害の衝突が無いことを実証する

こと。

－　認定独立機関としてのその機能と、それが持ちうるその他の機能との間に実質

的ないし潜在的な利害衝突は無いということを実証し、公正さに対し同定されてい

るあらゆるリスクの低減化のため事業がいかに管理されているかを実証すること。

このような実証では、独立機関候補内で生じるものであろうと関連機関の活動から

生じるものであろうと、利害衝突のあらゆる潜在的根源を全て網羅していなくては

ならない。
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－　認定独立機関がその経営者及びスタッフともに、その判断に影響を与えたり、

活動に関する判断の独立性や健全性における信用を危うくしうるいかなる商業上・

資金上・その他のプロセスにも関与していないということと、この点について適用

されるいかなる規則をも遵守しているということを、実証すること。

(b) 第 6 条実施のためのガイドラインに関する添付書にある規定にしたがって、第 6 条事業

参加者から得た情報の守秘性を保護する適切な手配を有していること。

附属書 B
ベースライン設定とモニタリングのためのクライテリア

ベースライン設定のためのクライテリア

１． 第 6 条事業のためのベースラインは、その事業案が無かった場合に起こりえた、排出

源による人為的排出量ないし吸収源による人為的吸収量を合理的に示すシナリオであ

る。ベースラインは、事業域内において、附属書 A に列記された全てのガス・部門・

排出源のカテゴリーからの排出と吸収源による人為的吸収を網羅しているべきこと。

２． ベースラインは以下のように設定されるべきこと。

(a) 事業別ベース、及び/ないしマルチ・プロジェクトの排出係数を使用して

(b) 手法・仮定・方法論・パラメーター・データソース・重要要因の選択において、透

明性のある方法で

(c) 部門改革の取り組み、現地における燃料の入手可能性、電力部門拡大計画、当該事

業部門における経済的状況など、関連の国家及び/ないし部門の政策や状況を考慮

して

(d) 事業活動外の活動レベル低下や不可抗力による活動レベル低下によって ERU を得

ることができないようなやり方で

(e) 不確実性を考慮し、保守的な仮定を用いて

３． 事業参加者は、自らのベースライン選択の正当性を示すこと。

モニタリング

４． 事業参加者は、以下を示すモニタリング計画を、事業設計文書の一部として含めるべ

きこと。

(a) クレジット期間中に事業域内で発生する排出源による温室効果ガスの人為的排出量及

び/ないし吸収源による人為的吸収量を推計ないし計測するのに必要なあらゆる関連デ

ータの収集及び保管。

(b) クレジット期間中に事業域内で発生する排出源による温室効果ガスの人為的排出量及

び/ないし吸収源による人為的吸収量のベースライン決定に必要なあらゆる関連データ
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の収集及び保管。

(c) 大規模でクレジット期間中の事業に起因すると考えられる事業域外での排出源による

温室効果ガスの人為的排出量増加及び/ないし吸収源による人為的吸収量低下に関する

あらゆる潜在的原因の同定、及びそれらに関するデータの収集と保管。事業域には、大

規模であり第 6 条事業に起因すると考えられる、事業参加者の管理下にある排出源によ

る温室効果ガスの人為的排出及び/ないし吸収源による人為的吸収が全て含まれるべき

こと。

(d) 適用可能なところでは、ホスト締約国に要請された通りの手順に則った、環境的影響に

関する情報の収集と保管。

(e) モニタリング・プロセスに関する品質保証及び品質管理手順。

(f) 提案される第 6 条事業による排出源からの人為的排出削減量及び/ないし吸収源による

人為的吸収量の増加を定期的に計算する手順、及びリーケージ効果――それが存在する

ならば――に関する手順。リーケージは、事業域外でおこる、そして計測可能で第 6 条

事業に起因する、温室効果ガスの排出源による人為的排出及び/ないし吸収源による吸

収の正味変化であると定義される。

(g) 上記サブパラグラフ(b)及び(f)に述べられている計算に含まれる全ステップの文書化。

５． 情報の正確さ及び/ないし完全度を高めるためにモニタリング計画を改定する場合、も

しそれを行うとすれば、事業参加者により理由付けがなされ、第 6 条実施のためのガ

イドラインに関する添付書第 0 パラグラフに言及されている判断のために、認定独立

機関により提出されるべきこと。

６． モニタリング計画とその改訂版を実施することは、それが適用可能な場合は、検証の

条件となるべきこと。
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３．京都議定書第 1 2 条に定められるクリーン開発メカニズムのための方法及び手順

決定-/CP.7 （第 1 2 条）

京都議定書第 1 2 条に定められるクリーン開発メカニズムのための方法及び手順

締約国会議は、

クリーン開発メカニズムの目的は条約非附属書 I 締約国が持続可能な開発を達成して条約

の究極的目標に貢献するのを援助し、附属書 I 締約国が京都議定書第 3 条におけるその数量

排出制限及び削減約束遵守を達成するのを援助することであると定めた京都議定書第 12 条

を思い起こし、

ブエノスアイレス行動計画の実施に関するボン合意に盛り込まれた決定 5/CP.6 についても

想起し、

決定-/CP.7(メカニズム)及び決定-/CP.7(土地利用、土地利用変化及び森林)を意識し、

クリーン開発メカニズム事業活動がホスト締約国の持続可能な開発の達成に役立つかどう

かを確認するのはホスト締約国の特権であることを確認し、

附属書 I 締約国が第 3 条第 1 パラグラフにおける約束の達成に原子力施設から生じる認証

排出削減量を使用することを差し控えるべきことを認識し、

地域・準地域レベルでのクリーン開発メカニズム事業活動の公平な地理的配分促進の必要

性を念頭に置き、

附属書 I 締約国によるクリーン開発メカニズム事業に対する公的資金供与が政府開発援助

の流用となってはならず、附属書 I 締約国の資金的義務とは切り離されてそれに組み入れら

れることがあってはならないと強調し、

クリーン開発メカニズム事業活動が条約第 4 条第 5 パラグラフと京都議定書第 10条で求め

られているものに加え、環境的に安全で健全な技術とノウハウの移転につながるものでな

くてはならないということをさらに強調し、

クリーン開発メカニズム事業活動が京都議定書の第 12 条第 5 パラグラフ（c）の追加性ク
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ライテリアに則しているかどうかを評価するための、信頼でき透明性のある、そして保守

的なベースラインの設定において特に、事業参加者と認定された運営機関に対しガイダン

スを与える必要性を認識し、

１． 後述の添付書にある方法と手順を採択することで、クリーン開発メカニズムの早期開

始を促すことを決定する。

２． この決定のため、方法と手順に関する後述の添付書にある通り、締約国会議は

COP/MOP の役割を担うべきことを決定する。

３． 理事会のメンバーシップへの指名を呼びかける。

(a) クリーン開発メカニズムの即時開始を促すため、条約締約国の中から、第 7 回会合まで

に締約国会議議長に提出すべく、COP がその会合で理事会メンバーを選出することを

目して；

(b) 京都議定書が発効したら、クリーン開発メカニズム理事会メンバーのうち議定書を批准

ないしそれに加盟していない国家の出身者は、同じ選挙区から指名された新しいメンバ

ーと交代すべきこと。このような新メンバーの選出は、COP/MOP 第 1 回会合で行われ

るべきこと；

４． COP/MOP の立ち上げ前には、理事会及び任命された運営機関は、後述の添付書にあ

る通り、クリーン開発メカニズムの理事会及び任命された運営機関と同様の方法で運

営を行うことを決定する。

５． 理事会はそのメンバー選出後即座に第 1 回会合を召集すべきことを決定する。

６． 第 8 回締約国会議会合まで、理事会はその作業計画の中に以下の業務を含めることを

決定する：

(a) その手順規則を作成・承認し、COP に対し採択を提言する。それまでは草案規則を適用

する。

(b) 暫定ベースで、運営機関を認定・任命し、その任命は第 8 回締約国会議会合まで待つ。

(c) 以下のような小規模クリーン開発メカニズム事業活動用に簡便化した方法及び手順を

作成し、第 8 回会合で締約国会議に提言する：

(i) 最大発電容量 15 メガワット相当までの再生可能エネルギー事業活動（ないしそれに

代わる適切なもの）、または；

(ii) 供給サイド及び/ないし需要サイドにおいて、年間 15 ギガワット相当までのエネルギ

ー消費削減となるエネルギー効率向上事業活動

(iii) 排出源による人為的排出量を減らし、且つ直接排出量が二酸化炭素換算で年間 15
キロトン未満となるその他の事業活動

(d) 後述添付書の附属書 C など関連の案件についての提言を、締約国会議第 8 回会合による

検討に供すべくまとめる。

(e) 方法論的及び科学的問題に関する SBSTA との協力を追求していくための方法を見極め
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る。

７． 以下を決定する：

(a) 第 12 条に基づく土地利用、土地利用変化及び森林事業活動の適格性は、植林及び

再植林に限定される。

(b) 第一次約束期間については、第 12 条に基づき適格とされる土地利用、土地利用変

化及び森林事業活動による締約国割当量への追加合計は、当該締約国の基準年排出

量の 1％の 5 倍を超えてはならないこと。

(c) 将来の約束期間における第 12 条に基づく土地利用、土地利用変化及び森林事業活

動の扱いは、第二次約束期間についての交渉の一部として決定されるべきこと。

８． 委託事項と、下記第 9 パラグラフに言及されている締約国からの意見提出などをもと

に以下の第 10 パラグラフ(b)に基づき行われる作業予定について提言することを目的

として、SBSTA 第 16 回会合に先立ち、ワークショップを編成するよう事務局に求め

る。

９． 上記第 8 パラグラフに言及されたワークショップの編成に対し、2002 年 2 月 1 日まで

に事務局に意見提出を行うよう、そして委託事項と、下記第 10 パラグラフ(b)に基づい

て行われる作業予定について意見を表明するよう、締約国に呼びかける。

１０． SBSTA に対し以下のことを求める。

(a) 上記第 8 パラグラフに言及されたワークショップの結果などを考慮に入れ、委託

事項及び下記パラグラフ(b)に基づき行われる作業予定を、第 16 回会合にて作成

すること。

(b) 非恒久性(non-permanence)、追加性、リーケージ、不確実性、生物多様性や自

然の生態系への影響など社会経済的・環境的影響の問題を考慮し、そして、決定

-/CMP.1（土地利用、土地利用変化及び森林）の前文の原則と上記パラグラフ(a)
に言及された委託事項を手引きとし、COP/MOP 第 1 回会合に提出すべく、締約

国会議第 9 回会合にてこれらの定義や方法についての決定を採択することを目

的として、第 12 条に基づく植林・再植林事業活動を第一次約束期間に含めるた

めの定義と方法を作成すること。

１１． 上記第 10 パラグラフ(b)に言及された、第 12 条に基づく植林・再植林事業活動を

第一次約束期間に含めるための定義及び方法について締約国会議がその第 9 回会合で

行う決定は、クリーン開発メカニズムのための方法及び手順に関する本決定の添付書

を、必要な変更を加えた上で反映し、クリーン開発メカニズムのための植林・再植林

事業活動の方法及び手順に関する添付書の形を取るべきことを決定する。

１２． 認証排出削減量は、CDM 事業活動の登録日以降に始まるクレジット期間に対して

のみ発行されるべきことを決定する。

１３． 2000 年付けで開始され、本決定の採択に先立って開始される事業活動は、2005
年 12 月 31 日より前に登録の提出が行われていれば、クリーン開発メカニズム事業活
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動としての確認及び登録に対し適格とされるべきことをさらに決定する。登録されれ

ば、このような事業活動のクレジット期間を登録日より前に開始してもよいが、2000
年 1 月 1 日よりも前であってはならない。

１４． 条約の能力育成と資金メカニズムに関する条約締約国の関連決定を考慮に入れ、

非附属書 I 締約国、中でも特に後発・小島発展途上国が、クリーン開発メカニズムに参

加できるように能力開発を行うことを支援する措置の実施を開始するよう、附属書 I
締約国に対し求める。

１５． 以下のことを決定する：

(a) 気候変動の悪影響に対し特に脆弱な発展途上締約国が、京都議定書の第 12
条第 8 パラグラフに言及されているように、適応のコストを賄うことを支

援する収益金分担は、クリーン開発メカニズム事業活動に対し発行される

認証排出削減量の 2％であるべきこと。

(b) 後発開発途上締約国におけるクリーン開発メカニズム事業活動は、適応コ

スト支援のための収益金分担を免除されるべきこと。

１６． クリーン開発メカニズムの管理費用を賄うための収益金分担のレベルは、理事会

の提言を受けて、締約国会議によって決定されるべきことを決定する。

１７． 補完的活動のための UNFCCC 信託基金への献金により、クリーン開発メカニズム

運営の管理費用を賄うよう締約国に対し呼びかける。このような献金は要請があれば、

理事会の提言があり次第、締約国会議が定める手順と日程にしたがって、払い戻され

るべきこと。締約国会議が管理費用のための収益金分担の割合を決定するまでは、理

事会が事業関連の費用を賄うべく料金を徴収すべきこと。

１８． 事務局に対し、本決定と後述の添付書の中で割り当てられた全ての任務を遂行す

るよう求める。

１９． クリーン開発メカニズムに関してなされた進展を評価し、必要であれば適切な行

動を取ることを決定する。本決定に対するいかなる改定も、既に登録されたクリーン

開発メカニズム事業活動に影響を与えることはない。

２０． COP/MOP に対し、その第 1 回会合で、以下の決定を採択するよう提言する。
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決定草案- /CMP.1 （第 1 2 条）

京都議定書第 1 2 条に定められたクリーン開発メカニズムのための方法及び手順

COP/MOP は、

京都議定書第 3 条及び第 12 条の規定を想起し、

第 12 条にしたがって、クリーン開発メカニズムの目的は非条約附属書 I 締約国が持続可能

な開発を達成し、条約の究極的目標に貢献することを援助し、附属書 I 締約国が京都議定書

第 3 条における数量的排出制限及び削減約束の遵守を達成するのを援助することであるこ

とを念頭に、

その決定-/CMP.1（メカニズム）、-/CMP.1(第 6 条)、-/CMP.1（第 17 条）、-/CMP.1（土地利

用、土地利用変化及び森林）、-/CMP.1（割当量計算方法）、-/CP.6（遵守）を認識し、

京都議定書第 12 条に定められている通りクリーン開発メカニズムの方法と手順に関する決

定-/CP.7 を認識し、

１． 決定-/CP.7（第 12 条）と適切な場合にはCOP によるその他全ての関連決定に則し

て取られる全ての行動を確認し、それを最大に活かすことを決定する。

２． 後述の添付書に盛り込まれたクリーン開発メカニズムの方法と手順を採択する。

３． 決定-/CP.7（第 12 条）第 6 パラグラフ(c)にある小規模事業活動のための簡便化さ

れた方法・手順・定義を見直し、必要であれば COP/MOP に適切な提言するよう理事

会に呼びかける。

４． クリーン開発メカニズムの方法と手順に関する今後のいかなる改定も、COP/MOP
が採択された通りの手順規則にしたがって決定されるべきことをさらに決定する。第 1
回レビューは、必要であれば SBSTA による技術的助言を拠りどころに、理事会と SBI
による提言に基づいて、第一次約束期間末後 1 年以内に行われるべきこと。その後のレ

ビューはそれ以降定期的に行われるべきこと。決定にいかなる変更が加えられようと、

既に登録されたクリーン開発メカニズム事業活動に影響を与えることは無い。
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添付

クリーン開発メカニズムのための方法及び手順

A　.定義

１． 本添付書用に、第 1 条にある定義及び第 14 条にある規定を適用すること。さらに：

(a)「排出削減単位」すなわち「ERU」は、第 6 条及びそれに基づく要件に則って発行され

る単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂さ

れる、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当す

る。

(b)「認証排出削減量」すなわち「CER」は、第 12 条及び同条文における要件に則って発

行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降

改訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに

相当する。

(c)「割当量単位」すなわち「AAU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録に関する関

連規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5
条にしたがい以降改訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メ

トリック・トンに相当する。

(d) 「除去単位(removal unit)」すなわち「RMU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の

登録に関する関連規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、

あるいは第 5 条にしたがい以降改訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化

炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

(e) 「利害関係者」とは、提案されるクリーン開発メカニズム事業活動によって影響される、

あるいは影響を受けそうな、個人・グループ・共同体など一般人を意味する。

B.　COP/MOP の役割

２． 京都議定書締約国会議として機能する締約国会議(COP/MOP)は、クリーン開発メカニ

ズム（CDM）に対し権限を行使し、ガイダンスを与えるべきこと。

３． COP/MOP は以下について決定を行うことで、理事会に対しガイダンスを与えること：

(a) 理事会の手順規則について理事会が行う提言

(b) 決定-/CP.7（第 12 条）と本添付書にある規定に則した、理事会による提言

(c) 第 12 条第 5 パラグラフと後述の附属書 A に盛り込まれた認定基準に則って理事会が認

定した運営機関の任命

４． COP/MOP はさらに以下を行うこと。

(a) 理事会の年次報告のレビューを行う。

(b) 指定運営機関の地域・準地域配分を見直し、発展途上締約国からのこのような機関への
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認定を促進すべく適切な決定を行う。

(c) 公平な分布に対するシステマティックなバリアを見極めることを目的に、CDM 事業活

動の地域・準地域配分を見直し、理事会報告などに基づいて適切な決定を行う。

(d) 必要であれば、CDM 事業活動の資金供与の手配を支援する。

C. 理事会

５． COP/MOP の権限と指導のもと、理事会は CDM を監督し、COP/MOP に対し十分に

説明責任を有すること。このような枠組みの中で、理事会は以下を行うこと：

(a) 適切な場合には、CDM のさらなる方法及び手順について COP/MOP に提言を行う。

(b) 適切な場合には、本添付書に盛り込まれた理事会用の手順規則へのあらゆる修正ないし

追加に対し、COP/MOP に提言を行う。

(c) COP/MOP の各会合に対し活動報告を行う。

(d) 後述の附属書 C の規定にしたがい、ベースライン、モニタリング計画、事業域などに関

する新しい方法論を承認する。

(e) 小規模事業活動用の簡便化された方法・手順・定義についての規定を見直し、COP/MOP
に対し提言を行う。

(f) 後述の附属書 A に盛り込まれた認定基準に則って、運営機関の認定を行う責任を有し、

第 12 条第5 パラグラフにしたがって運営機関の任命について COP/MOP に提言を行う。

その責任は以下の通り：

　　　　(i) 認定の再認定・一時停止・差し戻しに関する決定

　　　　(ii) 認定手順及び基準の運用可能化

(g) 適当な場合には、後述の附属書 A にある認定基準を見直し、COP/MOP に検討を提言す

る。

(h) CDM 事業活動の公平な配分に対するシステマティックなバリア (systematic or
systematic barriers)を見極めることを目的として、その地域的・準地域的配分について

COP/MOP に報告を行う。

(i) 資金を必要とする CDM 事業活動案や、機会を求める投資家についての、本目的のため

に提出された関連情報を、CDM 事業活動の資金供与手配の一助とすべく、必要であれば

公表する

(j) 委任された (commissioned)全ての技術報告書を公表し、文書を完成し検討のため

COP/MOP に提言を出す前に、方法論とガイダンスの草案に対し一般のコメントを受け

るべく、最低 8 週間与える。

(k) 承認された規則・手順・方法・基準を作成、保管し、一般に公表する。

(l) 後述の附属書 D に定められている通り、CDM 登録簿を作成し整備する。

(m) 登録済み事業設計文書、受け取ったコメント、検証報告書、決定、発行される全
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CER についての情報を盛り込んだ、CDM 事業活動に関する一般公開用のデータベース

を開発し維持する。

(n) 事業参加者及び/ないし運営機関による CDM の方法及び手順の遵守に関する問題を取り

扱い、それらについて COP/MOP に報告する。

(o) 締約国・利害関係者・UNFCCC が認めるオバザーバーからの情報の検討を促進するた

めの手順など、後述の第 39 及び 63 パラグラフに言及されたレビューの実施手順を推敲

し、次回会合で採択するよう COP/MOP に対し提言する。COP.MOP の採択までは、そ

の手順が暫定的に適用されるべきこと。

(p) 　決定-/CP.7（第 12 条）、現行の添付書、及び COP/MOP の関連決定にある、理事会に

帰せられたその他の役目を果たす。

６． 部外秘ないし機密と記された CDM 事業参加者からの情報は、国家法により求められる

場合を除いて、情報提供者の書面による同意なくして公表されてはならない。後述の

第 43 パラグラフに定義されているような追加性を判断するため、ベースライン方法論

及びその適用について述べるため、及び第 37 パラグラフ（c）に述べられている環境

的影響評価を支援するために使用される情報は、部外秘ないし機密と考えられてはな

らない。

７． 理事会は、以下の通り京都議定書締約国からの 10 名のメンバーで構成されるべきこと。

すなわち、締約国会議理事会における現在の慣行を考慮して、５つの各国連地域グル

ープから 1 名ずつと、附属書 I 締約国から他に 2 名、非附属書 I 締約国から他に 2 名と

小島発展途上国代表 1 名。

８． 理事会メンバー及び補欠メンバーは、

(a) 上記第 7 パラグラフに言及されている関連の代表区から推挙され、COP/MOP により選

出される。空席は同様の方法で補充されるべきこと。

(b) 2 年の任期で選出され、最長で連続 2 期まで努める資格を有する。補欠メンバーとして

の任期は数えない。最初に任期 3 年のメンバーが 5 名と補欠メンバー5 名、任期 2 年の

メンバーが 5 名と補欠メンバーが 5 名選出される。以降、COP/MOP は毎年、任期 2
年の新メンバー５名と新補欠メンバー5 名を選出すること。後述の第 11 パラグラフに

したがっての任命が 1 期として計算される。メンバーと補欠メンバーは後任が選出され

るまで在職し続けること。

(c) 適切な技術的及び/ないし政策的専門知識を有し、個人の能力において活動すべきこと。

発展途上締約国及び UNFCCCの慣行のもと適格とされるその他の締約国からのメンバ

ー及び補欠メンバーの参加費用は、理事会の予算で賄われるべきこと。

(d) 理事会の手順規則に拘束される。

(e) 就任前に国連事務総長ないし権限を持つ自らの代理人を立会いとして、書面にて就任宣

言を行う。

(f) CDM 事業活動や任命された運営機関のいかなる側面においても特権ないし資金上の利
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害を持たない。

(g) 理事会に対する自らの責任に従い、理事会の任務により知り得たいかなる機密情報・部

外秘情報をも公開してはならない。機密情報を公開しないというメンバー及び補欠メン

バーの義務は、そのメンバー及び補欠メンバーの義務の一つであり、理事会における当

該メンバーの任務満了ないし終了後も義務であり続ける。

９． COP/MOP は上記第 7・8 パラグラフのクライテリアに基づき、理事会の各メンバーに

対し補欠メンバーを選出する。選挙区がメンバー候補を指名したら、その後同じ選挙

区から補欠メンバー候補を指名すること。

１０． 理事会は、利害衝突規定の違反、守秘規定違反、正当な理由なく理事会会合を 2
回連続欠席することなどの理由により、特定メンバー及び補欠メンバーのメンバーシ

ップを差し止め、終了させるよう COP/MOP に提言することがある。

１１． 理事会のメンバーないし補欠メンバーが辞職したり、あるいは任期を全うできな

かったり、役職任務を遂行できなかったりする場合は、理事会は、次回 COP/MOP 会

合までの時間を鑑み、当該メンバーの残りの任期を努めるべく、同じ選挙区から当該

メンバーにかわる別のメンバーないし補欠メンバーを任命するよう決定することがあ

る。

１２． 理事会は、1 名は附属書 I 締約国から、もう 1 名は非附属書 I 締約国から、議長と

副議長を選出すること。議長と副議長のポジションは、附属書 I 締約国のメンバーと非

附属書 I 締約国のメンバーとで毎年交替すること。

１３． 理事会は後述第 41 パラグラフの規定を念頭に、必要に応じて、しかし年 3 回以上

会合を開くこと。理事会会合の全文書は、補欠メンバーに公表されるべきこと。

１４． 定足数となるためには、理事会のメンバーのうち、附属書 I 締約国の過半数と非附

属書 I 締約国の過半数から成る、3 分の 2 以上が出席していなくてはならない。

１５． 理事会の決定は、可能な限り全員一致で採択されなくてはならない。全員一致に

達するためのあらゆる努力が費やされたものの合意に達せられなかった場合、その会

合に出席し投票したメンバーの 4 分の 3 の多数決により決定が採択されるべきこと。

投票を棄権したメンバーは、投票していないものと見なされるべきこと。

１６． 理事会会合は、理事会が出席の禁止を決定した場合を除いて、全締約国と

UNFCCC が認可する全オブザーバーと利害関係者による傍聴者としての出席を認め

ること。

１７． 理事会の全決定の全テキストは、公表されるべきこと。理事会の使用言語は英語

とする。決定は国連の 6 つの公用語全てにおいて入手可能とされるべきこと。

１８． 理事会は、その任務遂行を支援するため、委員会・パネル・作業部会を設置する

ことがある。理事会は、UNFCCC 専門家名簿などから、その任務遂行に必要な専門知

識に頼るべきこと。この枠組みにおいて、理事会は地域バランスへの配慮を十分に考

慮すること。
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１９． 事務局は理事会に奉仕すべきこと。

D. 運営機関の認定及び任命

２０． 理事会は

(a) 後述の附属書 A に盛り込まれた認定基準を満たす運営機関を認定すること。

(b) COP/MOP に対し運営機関の任命を提言すること。

(c) 任命された全運営機関に関する一般公表リストを整備すること。

(d) 任命された各運営機関が後述の附属書 A にある認定基準を遵守し続けているかどうか

をレビューし、これをもとに 3 年ごとに各運営機関を再認定するかどうかを確認するこ

と。

(e) いつでも抜き打ち検査を行い、その結果をもとに、正当な理由があれば、上記レビュー

を行うことを決定すること。

２１． 理事会がレビューを行って、運営機関が COP/MOP の決定にある認定基準や適用

規定をもはや満たしていないと判断した場合は、指定運営機関の任命を一時停止ある

いは差し戻すよう、COP/MOP に提言することがある。理事会は、当該指定運営機関

が発言の可能性を有するようになって初めて、任命の一時停止ないし差し戻しを提言

してよい。一時停止ないし差し戻しは、理事会が一度提言を行うと、暫定ベースで、

すぐに効力を発揮し、COP/MOP による最終決定まで効力を持続する。理事会が一度

その一時停止ないし差し戻しを提言すると、影響を受ける機関は即時に、かつ書面で

通知を受ける。このような係争に関わる理事会の提言と COP/MOP の決定は、公表さ

れるべきこと。

２２． 当該機関が責任を有する関連の確認、検証、証明書において重大な不備が発見さ

れなければ、その指定運営機関の任命の一時停止ないし差し戻しによって、登録済み

の事業活動が影響を受けることは無い。この場合、理事会は、このような不備をレビ

ューし、そして適切な場合にはこれを正すために別の指定運営機関を任命するかどう

かを決定すること。このようなレビューによって過剰に CER が発行されたことが明ら

かになった場合は、認定を差し戻しないし一時停止された指定運営機関は、レビュー

終了後 30 日以内に、理事会に決定された通り、過剰発行された CER に等しい CO2 換

算削減トン数を取得し、理事会が CDM 登録簿に保持している取り消し用口座に移転す

べきこと。

２３． 登録済みの事業活動に悪影響を与える指定運営機関の一時停止ないし差し戻しは、

影響を受ける事業参加者が発言機会の可能性を得て初めて、理事会により提言される

こと。

２４． 上記第 22 パラグラフに言及されているレビューに関わるコストは、任命が差し戻

しないし一時停止された指定運営機関が負担すべきこと。
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２５． 理事会は上記第 18 パラグラフの規定にしたがい、上記第 20 パラグラフにある役

目を執行する際の支援を求めることがある。

E. 任命された運営機関

２６． 任命された運営機関は理事会を通し、COP/MOP に対して説明責任を有し、決定-
/CP.7（第 12 条）と本添付書にある方法及び手順、そして COP/MOP と理事会の関連

の決定を遵守すべきこと。

２７． 任命された運営機関は

(a) 提案される CDM 事業活動を確認すること。

(b) 排出源からの温室効果ガス人為的排出削減量を検証し、認証すること。

(c) 下記サブパラグラフ(e)に言及された任務を果たす際、CDM 事業活動のホスト締約国に

おける適用法を遵守すること。

(d) 指定運営機関とその下請け機関が、確認・検証・認証任務の遂行に選ばれた CDM 事業

活動の参加者との間に、実質的あるいは潜在的な利害衝突の無いことを実証すること。

(e) 一つの CDM 事業活動に関して、確認、あるいは検証及び認証の役目のうち一つを行う

こと。しかし要請があれば、理事会は単一の指定運営機関に対し、単一の CDM 事業活

動内でこれらの役目を全て果たすことを認めることがある。

(f) 確認・検証・認証を行った全 CDM 事業活動に関する、一般公表リストを整備すること。

(g) 理事会に対し年次活動報告を提出すること。

(h) 理事会が要請する通り、CDM 事業参加者から得られる情報を一般に公表すること。部

外秘ないし機密と記された情報は、国家法により求められる場合を除いて、情報提供者

の書面による同意無くして公表してはならない。後述の第 43 パラグラフに定められて

いる通り追加性を判断するため、ベースライン方法論とその適用について説明するため、

そして後述の第 37 パラグラフ（c）に記載されている環境的影響評価を支援するために

使用される情報は、部外秘ないし機密とは見なされない。

F. 参加規定

２８． CDM 事業活動への参加は自発的なものである。

２９． CDM 参加締約国は、CDM のための国家当局を任命すること。

３０． 非附属書 I 締約国は、京都議定書締約国であれば CDM 事業活動に参加してよい。

３１． 後述第 32 パラグラフの規定にしたがい、 附属書 B に記載された約束を有する附

属書 I 締約国は、以下の適格性規定を遵守していれば、第 3 条第 1 パラグラフの約束

の一部を遵守するために、関連の規定に則って発行される CER を使用する資格がある。

(a) 京都議定書締約国であること。
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(b) 第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、第 7 条第 4 パラグラフに基づく割当量計算方法にし

たがって、割当量を設定していること。

(c) 第 5 条第 1 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

モントリオール議定書が管理していない全ての温室効果ガスの排出源からの人為的排出

量及び吸収源からの人為的吸収量の推計に関する国家制度を有していること。

(d) 第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

国内登録簿を設置していること。

(e) 第 5 条第 2 パラグラフ及び第 7 条第 1 パラグラフと、これに基づいて決定された、国家

目録報告や共通報告様式などガイドラインの要件にしたがって、求められる直近の目録

を毎年提出していること。第一次約束期間については、メカニズム使用の適格性を判断

するために必要な品質保証は、目録のうち京都議定書附属書 A の排出源/部門カテゴリー

からの温室効果ガス排出を含む部分と、吸収源に関する年次目録の提出に限るべきこと。

(f) 　第 7 条第 1 パラグラフ及びそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがっ

て割当量に関する補完的情報を提出し、第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて定めら

れたガイドラインの要件にしたがって、第 3 条第 3・4 パラグラフにおける活動など、第

3 条第 7・8 パラグラフに則って、割当量への追加及び割当量からの差し引きを行うこと。

３２． 附属書 B に記載された約束を有する附属書 I 締約国は以下の通りであると見なさ

れる：

(a) 遵守委員会の執行部門が、決定-/CP.7（遵守）にしたがって、当該締約国が

これらの要件を満たしていないと判断するのでなければ、あるいはそれ以

前に、遵守委員会の執行部門が京都議定書第 8 条に基づく専門家レビュ

ー・チームの報告書が示すこれらの要件に関する実施の疑義について手続

きを行わないことを決定し、それを事務局に伝えているのであれば、第 7
条第 4 パラグラフに基づく割当量計算に適用される方法にしたがって、第

3 条第 7・8 パラグラフに則った割当量の設定を促進し、排出量と割当量を

計算する能力を実証するための報告書を提出してから 16 ヵ月経過した後

に、上記第 31 パラグラフに記載されている適格性要件を満たしている。

(b) 遵守委員会の執行部門が、当該締約国が適格性要件を一つ以上満たしてい

ないと決定し、当該締約国の適格性を一時停止して、その情報を事務局に

伝えているのでなければ、そしてそうするまで、上記第 31 パラグラフに記

載された適格性要件を満たし続けている。

３３． 民間及び/ないし公的機関に第 12 条事業活動への参加を認めている締約国は、京都

議定書における同締約国の義務の達成に引き続き責任を有すべきであり、そのような

参加が本添付書に即したものであることを保証すべきこと。民間及び/ないし公的機関

は、認可する締約国がその時点において適格である場合にのみ、CER を移転及び取得
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してよい。

３４． 事務局は以下についての一般公表リストを整備すること。

(a) 京都議定書締約国である非附属書 I 締約国

(b) 第 31 パラグラフの要件を満たしていない、あるいは一時停止を受けている附

属書 I 締約国

G. 確認及び登録

３５． 確認は、後述の附属書 B に概説されている通り、事業設計文書をもとに、決定-/CP.7
（第 12 条）及び本添付書に示された CDM 規定に照らして、任命された運営機関が事

業活動を独立的に評価するプロセスである。

３６． 登録とは、理事会が確認された事業を CDM 事業活動として正式に認めることであ

る。登録は、当該事業活動関連の検証・認証・CER 発行における必要条件である。

３７． 　事業活動を確認するために事業参加者によって選ばれた指定運営機関――彼ら

と契約を結んでいる――は、以下の要件が満たされていることを確認すべく、事業設

計文書とあらゆる裏づけ資料をレビューすること。

(a) 上記第 27 から 30 パラグラフに示される参加要件が満たされていること。

(b) 現地の利害関係者によるコメントが呼びかけられ、受け取ったコメントのサマリーが提

出され、コメントに対して正当な考慮がいかになされているかについて任命された運営

機関への報告が受領されていること。

(c) 事業参加者が、国境を越えた影響などその事業活動に対する環境影響分析に関する書類

を任命された運営機関に提出しており、事業参加者やホスト締約国がその影響を甚大で

あると考えた場合は、ホスト締約国に要請された通りの手順に従って環境影響評価が行

われていること。

(d) 当該事業活動は、後述の第 43―52 パラグラフに則り、提案される事業活動が無かった

場合に起こり得たことに対して追加的な温室効果ガス排出源からの人為的排出量削減

となることが期待される。

(e) ベースラインとモニタリングについての方法論は以下に関わる要件を遵守しているこ

と：

(i) 理事会により以前承認された方法論、あるいは

(ii) 下記第 38 パラグラフに示される通り、新しい方法論を確立するための方法及び手

順

(f) モニタリング・検証・報告の規定は、決定-/CP.7（第 12 条）及び現行の添付書に従う。

(g) 事業活動は、決定-/CP.7（第 12 条）及び現行の添付書、COP/MOP と理事会による関

連の決定における CDM 事業活動に関するその他全ての要件に従うこと。

３８． 任命された運営機関が、当該事業活動が上記第 37 パラグラフ(e) (ii)に言及される
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新ベースラインないし方法論を使用しようとしていると判断する場合、同機関は当該

事業活動登録の提出に先だって、方法論案と、事業の説明及び事業参加者の特定を含

めた事業設計文書案を、レビューに供すべく理事会に提出すること。理事会は早急に、

――できれば次回会合で、しかし 4 ヶ月以内に――本添付書の方法及び手順にしたが

って、提案された新方法論をレビューすべきこと。理事会が一度採択を行ったなら、

理事会は承認された方法論を関連のガイダンスと共に一般公表すべきこととし、また

任命された運営機関は事業活動の確認を進め、登録のため事業設計文書を提出してよ

い。COP/MOP が承認された方法論の改定を求める場合は、いかなる CDM 事業活動

もその方法論を使用してはならない。事業参加者は、適切な場合には、与えられたガ

イダンスを考慮に入れ、方法論を改定すべきこと。

３９． 方法論の改訂は、上記第 38 パラグラフに示されている通り、新方法論確立の方法

と手順にしたがって行われるべきこと。承認された方法論に対するいかなる改訂も、

改訂日後に登録される事業活動にのみ適用され、クレジット期間中にある既存の登録

済み事業活動に影響を与えることはない。

４０． 任命された運営機関は

(a) 理事会への確認報告書の提出に先立ち、当該事業活動がホスト締約国の持続可能な開発

の達成に役立つことの同締約国による確認書など、各関係締約国の指定国家当局からの

書面による自発的参加許可を事業参加者から受け取っていること。

(b) 上記第 27 サブパラグラフ(h)に盛り込まれた守秘規定にしたがい、事業設計文書を公表

すること。

(c) 締約国・利害関係者・UNFCCC 認定の非政府組織から確認要件について 30 日以内に

コメントを受け取り、それを公表すること。

(d) コメント受領締切後、提供された情報をもとに、また受け取ったコメントを考慮して、

当該事業活動を有効とすべきかどうかについて決定を行うこと。

(e) 事業参加者に対し、事業活動の確認に関する決定を伝えること。事業参加者への通知に

は以下が含まれる。

(i)確認の証明及び理事会への確認報告書提出日

(ii)文書化された当該事業活動が確認に必要な要件を満たしていないと判断された場合

は、不受理の理由説明。

(f) 提案された事業活動が有効であると決定した場合は、その事業設計文書、上記サブパラ

グラフ 40(a)に言及されたホスト締約国の書面による許可、受け取ったコメントに対し

いかに正当な考慮が行われたかの説明を含む確認報告書の形式で、登録要請を理事会に

提出すること。

(g) 理事会に提出したら、その確認報告書を公表すること。

４１． 理事会による登録は、当該事業活動参加締約国ないし、理事会メンバーのうち 3
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名以上が当該 CDM 事業活動案のレビューを求めなければ、理事会が登録要請を受け取

った日から 8 週間後に終了すると見なされる。理事会によるレビューは、以下の規定

にしたがって行われるべきこと。

(a) 確認要件に関わる問題に関係していること。

(b) レビュー要請後 2 回目の会合までに、事業参加者と一般の人々に結果と理由を伝え

て、完了すること。

４２． 承認されない事業活動案は、それが手順に従っており、一般のコメントに関する

ものなど確認と登録の要件を満たしているのであれば、適切な改訂を行った後、確認

及びそれに引き続いての登録のために再検討されることがある。

４３． 登録された CDM 事業活動が無かった場合に起こり得たものよりも排出源からの

温室効果ガス人為的排出量が削減されれば、CDM 事業活動は追加的である。

４４． CDM 事業活動のベースラインとは、提案される事業活動が無かった場合に起こり

得る温室効果ガスの排出源による人為的排出を合理的に示したシナリオである。ベー

スラインは、附属書 A に列挙されている事業域内の全てのガス、セクター、排出源カ

テゴリーからの排出量を網羅すべきこと。ベースラインは、上記第 37,38 パラグラフ

に言及されているベースライン方法論を使って出された場合には、提案される事業活

動が無い場合に起こり得る排出源による人為的排出量を合理的に示すものであると考

えられるべきである。

４５． ベースラインは以下のように設定されるべきこと。

(a) 決定-/CP.7 (第 12 条)及び現行の添付書にある承認された新方法論使用に関する規

定に則り、事業参加者によって；

(b) 手法・仮定・方法論・パラメーター・データソース・重要要因・追加性の選定に関

して透明性のある保守的な方法で、また不確実性を考慮に入れ；

(c) 事業別のベースで；

(d) 決定-/CP.7（第 12 条）及び COP/MOP の関連決定で規定されたクライテリアを満

たす小規模 CDM 事業活動については、そのような活動のために作成された簡便化

された手順に則って；

(e) 部門改革の取り組み、現地における燃料入手可能性、電力部門拡大計画、事業部門

の経済状況など、関連の国家及び/ないし部門ごとの政策や状況を考慮して。

４６． ベースラインには、排出源による将来の人為的排出量がホスト締約国に固有の状

況により現在のレベルよりも高くなると予想されるようなシナリオが含まれることが

ある。

４７． ベースラインは、事業活動外の活動レベル低下や不可抗力による活動レベル低下

によって CER が得られることのないような方法で定められるべきである。

４８． 事業活動のベースライン方法論を選ぶ際、事業参加者は、理事会によるあらゆる
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ガイダンスを考慮し、以下のアプローチの中から当該事業活動にとって最適だと思わ

れるものを選び、その選択の適切さの正当性を示すこと。

(a) 適用可能であれば、既存の実質的あるいは過去の排出量、あるいは

(b) 投資に対するバリアを考慮して、経済的に魅力的なやり方となる技術による排出量

(c) 似たような社会的・経済的・環境的・技術的状況において過去 5 年間に行われた、

そしてその実績がそのカテゴリー中上位 20％に入る同様の事業活動による平均的

排出量。

４９． 事業参加者は、提案される事業活動のものとして以下の選択肢の中からクレジッ

ト期間を一つ選択すべきこと。

(a) 最長 7 年間で最大 2 回まで更新可能。各更新時において、当初の事業ベースライ

ンが依然有効である、ないし適用可能な場合は新しいデータを考慮に入れて更新

されているということを、任命された運営機関が判定し、理事会に通知すること

を条件とする。

(b) 最大 10 年間で更新のオプションは無し。

５０． 排出源による人為的排出量削減は、それぞれ後述の第 59、62(f)パラグラフにある

モニタリング規定と検証規定にしたがって、リーケージ調整されるべきこと。

５１． リーケージとは、事業の域外で発生する排出源による人為的温室効果ガス排出量

の正味変化であり、計測可能かつ CDM 事業活動に起因するものであると定義される。

５２． 事業領域には、事業参加者の管理下における、大規模で CDM 事業活動に起因する

と考えられる、温室効果ガスの排出源による全人為的排出量が含まれるべきこと。

H.モニタリング

５３． 事業参加者は、事業設計文書の一部として、以下を記載するモニタリング計画を

含めること。

(a) クレジット期間中に事業域内で発生する排出源による温室効果ガスの人為的排出

量を推計ないし計測するのに必要なあらゆる関連データの収集及び保管。

(b) クレジット期間中に事業域内で発生する排出源による温室効果ガスの人為的排出

量のベースライン決定に必要なあらゆる関連データの収集及び保管。

(c) 大規模でクレジット期間中の事業活動に起因すると考えられる事業域外での排出

源による温室効果ガスの人為的排出量増加に関するあらゆる潜在的原因の同定、及

びそれらに関するデータの収集と保管。

(d) 上記第 37 パラグラフ(c)の規定に関連する情報の収集と保管。

(e) モニタリング・プロセスに関する品質保証及び品質管理手順。

(f) 提案される CDM事業活動による排出源からの人為的排出削減量を定期的に計算す

る手順、及びリーケージ効果に関する手順。
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(g) 上記第 53 パラグラフ(c)及び(f)に述べられている計算に含まれる全ステップの文書

化。

５４． 提案される事業活動のモニタリング計画は、上記の第 37 ,38 パラグラフにしたが

って、以下の通り、前もって承認されたモニタリング方法ないし新規の方法をベース

とすべきこと。

(a) 提案される事業活動の状況にとって適切な場合には、任命された運営機関に

よって決定され、他の場所での適用が成功しているもの。

(b) その事業活動タイプにとって適切である良好なモニタリング慣行を反映して

いること。

５５． 決定-/CP.7（第 12 条）及び COP/MOP による関連決定で規定されたクライテリア

を満たす小規模 CDM 事業活動については、事業参加者は小規模事業用の簡便法及び手

順を使用してよい。

５６． 　事業参加者は、登録済みの事業設計文書に盛りこまれたモニタリング計画を実

施すべきこと。

５７． 情報の正確さ及び/ないし完全度を高めるためモニタリング計画を改定する場合、

もしそれを行うとすれば、事業参加者により理由付けがなされ、確認のため任命され

た運営機関へ提出されるべきこと。

５８． 登録されたモニタリング計画とその改訂版を実施することは、それが適用可能な

場合は、CER の検証・認証・発行の条件となるべきこと。

５９． 人為的排出削減量をモニタリングし報告した後、登録された方法論を用いて、ベ

ースライン排出量から排出源による実際の人為的排出量を差し引き、リーケージ調整

を行って、一定期間中の CDM 事業活動による CER を計算すべきこと。

６０． 事業参加者は検証作業を実行するために事業参加者と契約した指定運営機関に対

し、検証と認証のため、上記第 53 パラグラフに示された登録済みモニタリング計画に

したがってモニタリング報告書を提出すべきこと。

I.検証及び認証

６１． 検証とは、定期的な独立的レビューであり、検証期間中の登録された CDM 事業活

動の結果として発生した、排出源からのモニターされた温室効果ガス人為的排出削減

量を、任命された運営機関が事後的に判断することである。認証とは、一定期間中に、

事業活動が排出源からの温室効果ガス人為的排出削減を検証の通りに達成したという

ことを示す、指定運営機関による書面の保証である。

６２． 上記第 27 パラグラフ(ｈ)にある守秘規定にしたがって、検証作業を行うべく事業

参加者と契約した指定運営機関は、モニタリング報告を公表し、以下を行うべきこと。

(a) 提出された事業文書が登録済み事業設計文書と決定-/CP.7（第 12 条）及び現
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行の添付書の関連規定にある要件に則っているかを判断すること。

(b) 実績記録のレビュー、事業参加者及び現地の利害関係者との面談、計測値の収

集、既存の慣行の観察、モニタリング装置の正確性検査など、適当な場合には

実地調査を行うこと。

(c) 適切な場合には、別の情報源からの他のデータも使用すること。

(d) モニタリング結果をレビューし、排出源による人為的排出削減量推計のモニタ

リング方法が正しく適用されており、その文書化が完全で透明性の高いもので

あることを検証すること。

(e) 必要であれば、将来のクレジット期間に対するモニタリング方法に適切な変更

を加えるよう、事業参加者に提言すること。

(f) 登録済み事業設計文書及びモニタリング計画に盛り込まれた手順に則した計

算手順を用いて、第 62 パラグラフ(a)に基づき発生した、及び適当な場合には，

第 62 パラグラフ(b)及び/ないし(c)のもとで得られるデータや情報に基づき、

当該 CDM 事業活動が無ければ起こり得なかった、排出源による温室効果ガス

人為的排出削減量を測定すること。

(g) 実際の事業活動及びその運営と登録済み事業設計文書との一貫性に関するあ

らゆる問題を同定し、事業参加者に伝えること。事業参加者はその問題に対処

し、新たな関連情報を提供すべきこと。

(h) 事業参加者、関係締約国、理事会に検証報告書を提供すること。同報告書は公

表されるべきこと。

６３． 検証報告書に基づき、任命された運営機関は、当該 CDM 事業活動が無ければ起こ

り得なかった排出源による温室効果ガスの人為的排出削減量を、同事業活動が一定期

間中に検証の通り達成したということを書面にて認証すること。同運営機関は、事業

参加者、関係締約国、理事会に対し、認証プロセスの終了後直ちに、書面にて認証決

定を報告し、認証報告書を公表すべきこと。

J.　認証排出削減量の発行

６４． 認証報告書には、検証された排出源による温室効果ガスの人為的排出削減量に等

しい CER を発行する理事会への依頼が含まれる。

６５． 事業活動参加締約国、あるいは理事会メンバーのうち 3 人以上が CDM 事業活動

案のレビューを要請しなければ、発行依頼受領日から 15 日後に発行が終了すると見な

されるべきこと。このようなレビューは、任命された運営機関の詐欺・不法行為・無

能力という問題に限定され、以下の通り行われなくてはならない。

(a)このようなレビューの要請を受けたら、次回会合において理事会は取るべき行動に
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ついて決定すること。その要請が正当であると決定した場合は、理事会はレビュー

を行い、提案されている CER の発行を承認すべきかどうかを決定すること。

(b)理事会は、レビューを行う決定後 30 日以内にレビューを終了すること。

(c)理事会は、事業参加者に対しレビューの結果を報告し、提案されている CER 発行の

承認についての決定とその理由について公表すること。

６６． CDM 事業活動に対して CER を発行するよう理事会から指導を受けたら、理事会

の権限下で活動している CDM 登録管理者は、後述の附属書 D に従い、CDM 登録簿に

ある理事会の保留口座(pending account)に対し一定量の CER を早急に発行すること。

このような発行があったら、CDM 登録管理者は早急に以下を行うこと。

(a) 管理費用を賄い、適応コストを賄う一助とするための収益金分担分に相当す

る量の CER をそれぞれ、第 12 条第 8 パラグラフにしたがい、CDM 登録簿

における収益金分担管理用の適切な口座に移転する。

(b) 締約国と関係事業参加者の登録口座に、その要請にしたがって残りの CER を

移転する。   

附属書 A

運営機関認可基準

１． 運営機関は

(a) 法的機関（国内法的機関でも国際機関でもよい）であり、そのステータスに関する書類

を提出すること。

(b) 責任者のもとで、実施作業のタイプ・規模・量に関して確認・検証・認証の務めを行う

のに必要な能力を有する十分な数の人員を雇っていること。

(c) 資金的に安定しており、活動に必要な保険カバーと資金を有していること。

(d) その活動により生じる法的・資金的信用性をカバーする十分な手配があること。

(e) 特に組織内での役割配分のための手順や、苦情処理手順など、その役割を果たすための

文書化された組織内手順書を有していること。このような手順書は公表されるべきこと。

(f) CDM の方法及び手順、そして COP/MOP による関連の決定に規定されている役目を果

たすのに必要な専門知識、特に以下に関する知識と理解を有している、あるいはその入

手経路を有していること。

(i) CDM 運営に関する方法・手順・ガイドライン、COP/MOP と理事会の関連決定

(ii) 適切な場合には、CDM 事業活動の確認・検証・認証に関わる、特に環境的問題

(iii)ベースライン設定や排出量のモニタリングにおける専門知識など、環境問題に関わ



M A R R A K E S H  A C C O R D S
A d v a n c e  u n e d i t e d  v e r s i o n

h t t p : / / w w w . u n f c c c . i n t / c o p 7 / d o c u m e n t s / a c c o r d s _ d r a f t . p d f

G I S P R I  仮訳

37

る CDM 事業活動の技術的側面

(iv) 関連の環境監査に関する要件と方法論

(v)   排出源による人為的排出量計算の方法論

(vi) 地域的・部門的な側面

(g)品質保証手順や確認・検証・認証に関わる全ての関連決定など、機関の役割における実

績と実施において全般的な責任を持つ管理機構を有すること。運営機関候補者は以下を公

表すること。

(i) 経営者・役員・管理職・その他関連の人員など、上級管理職の氏名・資格・経験・

契約条件

(ii) 経営者を始点とした権限・責任・役割分担の流れを示す機構図

(iii) 品質保証の方針と手順

(iv) 文書管理など管理手順

(v) 運営機関従業員の採用及び訓練のため、確認・検証・認証に関わる必要な全ての任

務を果たす彼らの能力保証のため、彼らの実績をモニタリングするための組織の方

針と手順

(vi) 苦情・抗議・紛争処理の手順

(h) 背任行為・詐欺及び/ないし指定運営機関としての役割に沿わないその他の行為に対す

る係争中の裁判が無いこと。

２． 運営機関候補は以下にある運営上の要件を満たしていること。

(a) 信頼性のある、独立した、差別的でない、透明性の高いやり方で作業を行い、適用可能

な国内法を遵守し、特に以下の用件を満たしていること。

(i) 運営機関候補は、その運営の公正さを保証する規定など、公正さを確保する機構図

を有していること。

(ii) その機関が大きな組織の一部であり、その組織の一部が CDM 事業活動の同定・開

発・資金供与に関与している、あるいは関与する可能性がある場合は、運営機関候

補は以下のことを行うこと：

－　当該組織の実質及び計画されている CDM活動への関与の全てについて言明し、

組織のうちどの部分がどの CDM 事業活動に関与するのか――そのようなことがあ

るならば――を示すこと。

－　組織の他部署との連携について明確に述べ、利害の衝突が無いことを実証する

こと。

－　運営機関としてのその機能と、それが持ちうるその他の機能との間に利害衝突

は無いということを実証し、公正さに対して同定されているあらゆるリスクの低減

化のため事業がいかに管理されているかを実証すること。このような実証では、運

営機関候補内で生じるものであろうと関連機関の活動から生じるものであろうと、
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利害衝突のあらゆる根源を全て網羅していなくてはならない。

－　運営機関がその経営者及びスタッフともに、その判断に影響を与えたり、活動

に関する判断の独立性や健全性における信用を危うくしうるいかなる商業上・資金

上・その他のプロセスにも関与していないということと、この点について適用され

るいかなる規則をも遵守しているということを、実証すること。

(b) 本添付書にある規定にしたがって、CDM 事業参加者から得た情報の守秘性を保護する

適切な手配を有していること。

附属書 B
事業設計文書

１． 本附属書の規定は CDM の方法及び手順に関する添付書に則ったものであると解

釈されるべきこと。

２． 本附属書の目的は、事業設計文書の中で求められる情報を概説することである。

事業活動は、CDM の方法及び手順に関する添付書の規定、特に確認と登録に関するセ

クション G とモニタリングに関するセクション H を考慮して、以下を含む事業設計文

書において詳細に記されるべきこと。

(a) 事業についての説明。事業の目的、技術がどのように移転されるか――そのようなもの

があれば――など事業の技術的説明、事業域についての説明と理由付けから成る。

(b) CDM のための方法及び手順に関する添付書に則って提案されるベースライン方法論：

(i) 承認された方法論の適用

 　－　承認されたどの方法論が選ばれたのかという記述

　 －　当該事業の枠組みにおいて、その承認された方法論がどのように適用されるの

かという記述

　　(ii) 新しい方法論の適用

　　　　－　ベースライン方法論と選択の根拠についての記載。方法論の長所・短所の評

価を含む。

　　　　－　ベースライン推計に使用された重要パラメーター、データソース、仮定と、

不確実性評価に関する記述

　　　　－　ベースライン排出量予想

　　　　－　当該ベースライン方法論が潜在的なリーケージにどう対処しているかの説明

(iii) 国家及び/ないし部門の政策や状況がどのように考慮に入れられているかの記述や、

ベースラインがいかに透明かつ保守的な方法で設定されているかの説明など、その

他の検討事項

(c) 当該事業の推定運営年数と、どのクレジット機関が選ばれたのかという記述
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(d) いかに排出源からの温室効果ガス人為的排出量を登録された CDM事業活動がなかった

場合におこりえたもの以下に削減するのかという記述

(e) 環境的影響

(i) 国境を越える影響など、環境的影響の分析に関する文書

(ii)     事業参加者ないしホスト締約国が影響を甚大であると考える場合は、ホスト締

約国が求める通りの手順に則って行われた環境影響評価に関する裏づけ文書の結論と

その参照先全て。

(f) 附属書 I 締約国による事業活動への公的資金供与源に関する情報。そのような資金供与

が政府開発援助の流用となってはおらず、それらの締約国の資金的義務とは分離され、

それに組み込まれてはいないということの確約となるべきもの。

(g) 利害関係者によるコメント。そのプロセスについての簡単な説明、受け取ったコメント

のサマリー、受け取ったコメントについていかに正当な考慮が行われたかについての報

告書など。

(h) モニタリング計画：

(i) 正確性・比較可能性・完全性・有効性に関するデータの必要性とデータの品質の見

極め

(ii) モニタリング・収集・報告に関する品質保証及び品質管理規定など、データ収集と

モニタリングに使われる方法論

(iii) 新しいモニタリング方法論の場合は、その方法論の長所・短所についての評価や、

それが他の場所でうまく適用されているかどうかなど、当該方法論についての説明を提

供すること。

(i) 計算：

(i) 事業域内における、当該 CDM 事業活動による排出源からの温室効果ガス人為的排

出量の計算と推計に使用される式の説明。

(ii) 以下のように定義されるリーケージを計算し予測するために使用される式の説

明：リーケージとは、CDM 事業活動域外で発生し、計測可能で当該 CDM 事業活動に

起因する排出源による温室効果ガス人為的排出量の正味変化である。

(iii) 当該 CDM 事業活動による排出量を示す上記(i)と(ii)の合計。

(iv) ベースラインの排出源による温室効果ガス人為的排出量を計算し予測するのに使

用する式の説明。

(v) ベースラインのリーケージを計算し予測するのに使用する式の説明

(vi) ベースライン排出量を示す上記(iv)と(v)の合計

(vii) 当該 CDM 事業活動による排出削減量を示す上記(vi)と(iii)の差。

(i) もしあれば、上記を裏付ける参照先。
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附属書 C
ベースライン及びモニタリング方法に関するガイドラインを設定するための条件

理事会は、専門家を頼りに、CDM のための方法及び手順にしたがって以下を作成し、

COP/MOP に提言すべきこと：

(a) これらの方法及び手順にある原則に沿った、ベースラインとモニタリングについての方

法論に関する以下を目的とした一般的ガイダンス：

(i) 決定-/CP.7（第 12 条）及び上記添付書に盛り込まれているベースライン及びモニタ

リングの方法論に関する規定を推敲するため。

(ii)一貫性・透明性・予想可能性を高めるため。

(iii) 正味の人為的排出削減量が実質的で計測可能なものであり、事業域内でおこったこ

とを正確に反映するものであると保証する厳格さを与えるため。

(iv) 様々な地理的エリアや、決定-/CP.7（第 12 条）及び COP/MOP の関連の決定にし

たがって適格とされる事業カテゴリーに対しての適用可能性を保証するため。

(v)第 12 条第 5 パラグラフ(c)と上記添付書第 43パラグラフの追加性要件に対処するた

め。

(b) 以下の分野における具体的なガイダンス：

(i) ベースライン設定及び/ないしモニタリングにおいて共通の方法論的特性を示す事

業カテゴリー（セクター、サブセクター、事業タイプ、技術、地理的エリアなどに

基づく）の定義。データの入手可能性を考慮した地理的合計 (geographic
aggregation)のレベルに関するガイダンスを含む。

(ii) 事業活動が無かった場合に起こり得たことを合理的に示していると考えられるベー

スライン方法論

(iii) 一貫性及びコスト効果性が必要であるということを考慮に入れて、当該事業活動

の結果としての実質的な人為的排出削減量の正確な計測値を出せるモニタリング方

法

(iv) 関連の状況を考慮して最適な方法が確実に選択されるよう、適当な場合には、選

択の手引としてのデシジョン・ツリーやその他の方法論的ツール

(v) 可能かつ適当な場合には、事業活動が無かった場合に起こり得たことの合理的な推

計が可能となるような方法論に関する適当なレベルの標準化。標準化は、人為的排

出の削減量の過大推計を避けるべく控えめでなくてはならない。

(vi) ベースラインの一部として含まれるべき全温室効果ガスの計算など事業域の裁定

と、モニタリング。リーケージの影響と、適切な事業域設定の提言、リーケージ・

レベルの事後評価方法。

(vii) 部門改革の取り組み、現地における燃料入手可能性、電力部門拡大計画、事業活

動に関連する部門内の経済的状況など、適用可能な国家政策及び国家ないし地域固
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有の状況への斟酌。

(viii) 当該部門で使用される技術/燃料とその他の技術/燃料との比較をベースラインが

どのように行っているかなど、ベースラインの寛容さ。

(c) 上記(a)及び(b)にあるガイダンスを作成するにあたって、理事会は以下を考慮すべきこ

と：

(i) ホスト国ないし適切な地域における現行の慣行及び観察される傾向

(ii) 活動ないし事業カテゴリーにおける最も低コストな技術

附属書 D
クリーン開発メカニズム登録要件

１． 理事会は、非附属書 I 締約国による CER の発行・保持・移転・取得を正確に計算する

ことを保証すべく、CDM 登録簿を設置し整備すること。理事会はその権限下において

登録簿を整備する登録簿管理者を特定すること。

２． CDM 登録簿は、CER の発行・保持・移転・取得関連の共通データを持つ標準化され

た電子データベースの形を取ること。CDM 登録簿の構造とデータ形式は、国内登録

簿・CDM 登録簿・独立した取引記録の間で正確で透明性が高く効率的なデータ交換が

行われるよう保証するために、COP/MOP で採択される技術基準に合わせること。

３． CDM 登録簿は以下の口座を有すべきこと：

(a) 理事会用に保留(pending)口座を一つ。他の口座に移転される前に CER がここの口

座に発行される。

(b) CDM 事業活動を主宰ないし口座を希望する各非附属書 I 締約国に対し、最低一口

の保有(holding)口座。

(c) 指定運営機関の認定が差し戻しないし一時停止された場合に、理事会が決定した通

り、過剰発行された CER に相当する ERU、CER、AAU、RMU を取り消すため

の口座を最低一口。

(d) 管理費用をカバーし、第 12 条第 8 パラグラフにしたがって適応コストを賄う一助

とするための収益金分担分に相当する CER の保持・移転用に最低一口座。このよ

うな口座はそれ以外で ERU、CER、AAU、RMU を取得しない可能性がある。

４． 各 CER は一定時において一登録簿の一口座においてのみ保有されるべきこと。

５． CDM 登録簿の各口座は、以下の要素から成る特異な口座番号を有すること。

(a) 締約国/機関識別子：口座を保管されている締約国は、国際標準化機構(ISO 3166)が定

める 2 文字の国コードを使用する。あるいは、保留口座や収益金分担分相当の CER を

管理する口座の場合には、理事会ないしその他適切な組織；

(b) 固有ナンバー：締約国ないし口座が保管されている組織用に、その口座に対する固有ナ

ンバー

６． CDM 事業活動に対し CER を発行するよう理事会から指示されたら、第 7 条第 4 パラ
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グラフの割当量計算方法に示される取引手順に従い、登録簿管理者は以下を行うこ

と：

(a) 理事会の保留口座に対し、特定量の CER を発行する。

(b) 管理費用をカバーするためと、第 12 条第 8 パラグラフにしたがって適応コストを賄う

一助とするための収益金分担分に相当する量の CER を、CDM 登録簿内におけるこの

ような CER の保持・移転用の適切な口座に移転する。

(c) 残りの CER を、配分協定に定められている通り、事業参加者と関係締約国の登録簿口

座に移転する。

７． 各 CER は、以下の要素から成る固有のシリアル・ナンバーを有すること。

(a) 約束期間：当該 CER が発行される約束期間

(b) 発生元締約国：CDM 事業活動を主宰した締約国であり、ISO 3166 で定められた 2 文

字の国コードを使用すること。

(c) タイプ：CER としての単位を特定する。

(d) ユニット：特定された約束期間と発生元締約国ごとの CER 固有ナンバー

(e) 事業識別子：発生元締約国の CDM 事業活動に固有のナンバー

８． 任命された運営機関の認定が差し戻されたり一時停止されたりした場合、過剰発行さ

れた CERに相当する ERU,CER,AAU及び/ないし RMUは、理事会が定めた通り、CDM
登録簿の取り消し口座に移転されるべきこと。このような ERU,CER,AAU,RMU は、

締約国による第 3 条第 1 パラグラフの約束の遵守を証明するためにそれ以上移転され

たり使用されたりしない可能性がある。

９． CDM 登録簿は、公開情報を公表し、興味のある人が検索し閲覧できるようインターネ

ットによる一般人のアクセスが可能なユーザー・インターフェースを提供すべきこと。

１０． 上記第 9 パラグラフに言及された情報には、CDM 登録簿の各口座番号ごとに、以

下に関する最新情報が含まれるべきこと：

(a) 口座名：口座保有者

(b) 代表者識別子：口座保有者の代表。締約国/組織の識別子（ISO 3166 で定められた 2 文

字の国コード）と、当該締約国ないし組織の代表者に固有のナンバーを用いる。

(c) 代表者名と連絡先情報：口座保有者代表のフルネーム、郵便用住所、電話番号、ファッ

クス番号、E メール・アドレス

１１． 上記第 9 パラグラフに言及されている情報には、CER が発行された各事業識別子

につき、以下の CDM 事業活動情報が含まれているべきこと。

(a) 事業名：当該 CDM 事業活動に固有な名前

(b) 事業地：当該 CDM 事業活動が立地された締約国及び町や地域

(c) CER 発行年：当該 CDM 事業活動の結果として CER が発行された年

(d) 運営機関：当該 CDM 事業活動の確認・検証・認証に関与した運営機関

(e) 報告書：現行の添付書の規定にしたがい公表できるような、ダウンロード可能な電子文
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書

１２． 上記第 9 パラグラフに言及されている情報には、各暦年（グリニッジ標準時刻に

したがい定められる）ごとに、CDM 登録簿に関わる以下の保有・取引情報が含まれる

べきこと。

(a) 年初の各口座内総 CER 量

(b) 発行された CER の総量とシリアル・ナンバー

(c) 移転された CER の総量及び、取得口座と登録簿の特定

(d) 上記第 8 パラグラフに従い取り消された、ERU,CER,AAU,RMU の総量とシリアル・

ナンバー

(e) 各口座内に現在保有されている CER
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４．排出量取引のための方法・規則・ガイドライン

決定- /CP.7 （第 1 7 条）

排出量取引のための方法・規則・ガイドライン

締約国会議は

第 17 条の規定を想起し、

ブエノスアイレス行動計画の実施に関するボン合意に盛り込まれた決定 5/CP.6 についても

想起し、

その決定-/CP.7（メカニズム）を意識し、

１． 後述添付書にある排出量取引のための方法・規則・ガイドラインを採択することを決

定する。

２． 方法・規則・ガイドラインの今後の改定は、COP/MOP の採用する通りの手順規則に

したがって決定されるべきであることをさらに決定する。第 1 回レビューは、必要で

あれば SBSTA の技術的助言を拠りどころに SBI の提言に基づいて、第一次約束期間

終了後 1 年以内に行われるべきこと。その後のレビューは、以降定期的に行われるべ

きこと。

３． 条約附属書 II 締約国に対し、添付書 B に記載されている約束を有する市場経済移行中

の条約附属書 I 締約国の京都議定書第 17 条に基づく排出量取引参加を促進するよう促

す。

４． COP/MOP が第 1 回会合で以下の決定を採択するよう提言する。

決定草案- /CMP.1 （第 1 7 条）

排出量取引のための方法・規則・ガイドライン

COP/MOP は

決定-/CMP.1（メカニズム）、-CMP.1(第 6 条)、-/CMP.1（第 12 条）、-/CMP.1（割当量計算

方法）、決定-/CP.1（遵守）を意識し、

１． 決定-/CP.7（第 17 条）にしたがって取られるあらゆる措置と、適当な場合には COP
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によるその他関連の決定を確認し、最大限の効果を上げることを決定する。

２． 条約附属書 II 締約国に対し、添付書 B に記載されている約束を有する市場経済移行中

の条約附属書 I 締約国の京都議定書第 17 条に基づく排出量取引参加を促進するよう促

す。



M A R R A K E S H  A C C O R D S
A d v a n c e  u n e d i t e d  v e r s i o n

h t t p : / / w w w . u n f c c c . i n t / c o p 7 / d o c u m e n t s / a c c o r d s _ d r a f t . p d f

G I S P R I  仮訳

46

添付

排出権取引のための方法・規則・ガイドライン

１．本添付書用に、第 1 条にある定義と、第 14 条の規定を適用すべきこと。さらに：

(a) 「排出削減単位」すなわち「ERU」は、第６条及びそれに基づく要件に則して発行さ

れる単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂

される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当

する。

(b) 「認証排出削減量」すなわち「CER」は、第 12 条及びそれに基づく要件に則して発行

される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改

訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相

当する。

(c) 「割当量単位」すなわち「AAU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録簿に関す

る関連規定に則して発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは

第 5 条にしたがい以降改訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算

1 メトリック・トンに相当する。

(d) 除去単位(removal unit)」すなわち「RMU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登

録に関する関連規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、

あるいは第 5 条にしたがい以降改訂される地球温暖化係数を用いて算定される二酸化

炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

  
 ２．第 3 パラグラフの規定にしたがい、附属書 B に記載される約束を有する附属書 I 締約

国は、以下の適格性要件を遵守していれば、関連の規定にしたがって発行される ERU、CER、

AAU、RMU を移転及び/ないし取得する資格がある：

(a) 京都議定書締約国であること。

(b) 第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、第 7 条第 4 パラグラフに基づく割当量計算方法にし

たがって、割当量を設定していること。

(c) 第 5 条第1パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

モントリオール議定書が管理していない全ての温室効果ガスの排出源からの人為的排

出量及び吸収源からの人為的吸収量の推計に関する国家制度を有していること。

(d) 第 7 条第4パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

国内登録簿を設置していること。

(e) 第 5 条第 2 パラグラフ及び第 7 条第 1 パラグラフと、これに基づいて決定された、国別

目録報告や共通報告様式などガイドラインの要件にしたがって、求められた直近の目録
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を毎年提出していること。第一次約束期間については、メカニズム使用の適格性を判断

するために必要な品質保証は、目録のうち京都議定書附属書 A の排出源/部門カテゴリ

ーからの温室効果ガス排出に関わる部分と、吸収源に関する年次目録の提出に限るべき

こと。

(f) 第 7 条第1パラグラフ及びそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって

割当量に関する補完的情報を提出し、第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて定められ

たガイドラインの要件にしたがって第 3 条第 3・4 パラグラフにおける活動など、第 3
条第 7・8 パラグラフに則って、割当量への追加及び割当量からの差し引きを行うこと。

３． 附属書 B に記載された約束を有する附属書 I 締約国は、以下であると考えられるべき

こと：

(a) 遵守委員会の執行部門が、決定-/CP.7（遵守）にしたがって、当該締約国がこれらの要

件を満たしていないと判断するのでなければ、あるいはそれ以前に、遵守委員会の執行

部門が京都議定書第 8 条に基づく専門家レビュー・チームの報告書に述べられたこれら

の要件に関する実施の疑義について手続きを行わないことを決定し、このことを事務局

に伝えているのであれば、第 7 条第 4 パラグラフに基づく割当量計算に適用される方法

にしたがって、第 3 条第 7・8 パラグラフに則った割当量の設定を促進し、排出量と割

当量を計算する能力を実証するための報告書を提出してから 16 ヵ月経過した後に、上

記第 2 パラグラフに記載されている適格性要件を満たしている。

(b) 遵守委員会の執行部門が、当該締約国が適格性要件を一つ以上満たしていないと決定し、

当該締約国の適格性を一時停止して、その情報を事務局に伝えているのでなければ、そ

してそうするまで、上記第 2 パラグラフに記載された適格性要件を満たし続けている。

４． 事務局は適格性要件を満たしている締約国と、一時停止を受けている締約国について

一般に入手可能なリストを整備しているべきこと。

５． 国内登録簿間の移転及び取得は、決定-/CMP.1（割当量計算方法）の中の登録に関する

規定に則り、当該締約国の責任において行われるべきこと。法的機関に対し第 17 条に

基づく移転及び/ないし取得を認めている締約国は、京都議定書に基づくその義務の達

成に対して引き続き責任を有し、そのような参加が現行の添付書に則していることを

保証すべきこと。締約国はそのような機関の最新リストを整備し、国内登録簿を通し

てそれを事務局と一般人に公表すべきこと。認可する締約国が適格性要件を満たして

いなかったり資格を一時停止されたりしている期間中は、法的機関が第 17 条に基づく

移転及び/ないし取得を行わないことがある。

６． 各附属書 I 締約国は、京都議定書の第 3 条第 7・８パラグラフにしたがって計算された

締約国割当量の 90％を下回らない量、あるいはレビューを受けた直近の目録を 5 倍に

した量の 100％、このうちどちらか低い方を約束期間準備量として国内登録簿に保有す

べきこと。

７． 約束期間準備量は、決定-/CMP.1（割当量計算方法）にしたがって取り消しを行われて
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いない当該約束期間分の ERU、CER、AAU 及び/ないし RMU 保有量から成るべきこ

と。

８． 第 3 条第 7・8 パラグラフに則って割当量が確定し次第、そして約束達成のための追加

期間終了まで、締約国は保有量が約束期間準備量の必要量を下回るような取引を行わ

ないこと。

９． 上記第 6 パラグラフに基づく計算により、あるいは ERU、CER、AAU 及び/ないし RMU
の取り消しにより、約束期間準備量の必要レベルが当該約束期間に対し有効とされて

いる締約国の ERU,CER,AAU 及び/ないし RMU 保有量――取り消し前の――より高

くなってしまう場合は、当該締約国は事務局より通知を受け、通知の 30 日以内に保有

量を必要レベルに合わせるべきこと。

１０． 約束期間準備量やその他第 17 条に基づく移転の制限に関する規定は、第 6 条監督

委員会のもとでの検証手順にしたがって検証されて国内登録簿に対し発行された ERU
を締約国が移転することに対しては適用されない。

１１． 事務局は要請に応じて役割を果たすべきこと。


